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唐朝祭祀における三献

江 川 式 部

要 旨 唐朝祭祀儀礼 においては,規 定 と実際 との乖離の問題が あ り,従 来 の研 究では規

定は規定 と して,実 際は実 際と して,あ るいはその相互の連関 に関心 が注 がれてきた。

祭祀儀礼 において神 に酒 を奉 げる献 酒の場面は,そ の祭祀 の根幹 をなす重要 な儀式 であ

る。 献酒は祭祀の規模 によ って3度(三 献)ま た は1度(一 献)行 われ る。献 酒の担 当

者はその祭祀の主催者で あ り,皇 帝 が直 接執 祭す る場合 には,皇 帝が初 めの献酒す なわ

ち初献 を務 めるのであ るが,2番 目の亜献,3番 目の終献 につ いては,規 定 と実例 とで

差違 があ り,ま た実例 につ いて も徐 々に変 化を してい く。本稿で はこう した三献 の儀式

内容 を まず整理 し,そ の制度的沿革 を明 らかに した うえで,唐 代 にお ける規定 と実 際そ

れぞれの背景を考察す る。

『開元礼』 の皇 帝親祭 における三 献規定 は,漢 代の それ を典拠 と して お り,ま た 『開

元礼』 の有 司摂事 におけ る規定 は,三 国東晋時 代に皇 帝親祭が行われなか った時期 の実

例 を参考 に して組み立て られた と考え られる。一方実 際に行われた祭祀での三献担 当者

につ いてみてみ ると,皇 帝親祭の場合,唐 初 か ら密宗 期までは慣例 らしい もの はみ られ

ないが,開 元 に入 ると,親 王が亜献 ・終献 をつ とめ,や がて皇太子亜献 。親王終献へ と

固定 されて い く。皇 帝親祭 における三献が,諸 官 を排除 し李氏のみで占め られる様子 は,

国家祭祀 が皇 室李氏 の祭祀 へ と媛小化 したように もみえる。 しか し当時,有 司摂祭で行

われ る常祀の体制が整 うこ とによって唐朝 の国家祭祀その ものは拡大 していたので あ り,

皇帝親祭 は国家祭祀 の一形 態 とな ってい ったとみるべ きである。 そ して親祭の三 献か ら

切 り離 され,定 例化 した祭祀 にのみ献 萸の場を制限 される ことにな った官僚た ちは,有

司のみ で行 われる摂祭 に政 治的意 義を見出す ことが できず,や がて有司摂 祭は形 骸化の

途を たどることになるのである。

キー ワー ド:唐 朝祭祀,三 献,親 祭,有 司摂祭,『 大唐開元礼』

は じ め に

唐朝の祭祀儀礼は,制 度修文か らみた場合,実 際の運用との間に少なからず相違する部分を

認めることができる。こうしたことは,唐 以前 にも生 じていた事象であろうが,成 文礼 として

の 『大唐開元礼』ω(以 下 『開元礼』と簡称す る)が 残されているが故に,唐 朝の儀礼に到って
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ようや くその乖離の実態が把握できるのである。そ してそうした乖離は,『開元礼』が唐朝の

礼典 として存在 し続ける間残されていったと考えられる。

魏晋南北朝以来,現 実の官僚制的身分秩序 と並行 して,礼 制および礼的秩序が厳然と存在 し,

それが律令制 ・貴族制とともに時代の柱のひとつ として機能 してきたことは,す でに小林聡氏

が指摘 し(2),また秦漢以来の皇帝制度が,こ の礼制秩序をよりどころとして伸長展開されてき

たことは,金 子修一氏が詳細に跡付けてきた一連の皇帝祭祀研究の成果によって も明 らかであ

る③。こうした礼制の構築や,皇 帝祭祀の展開は,唐 から宋あるいは中世から近世へと移 り行

く時代にあって,遺 物とはならずに受け継がれ,更 に新たな進展をみていったのである④。

唐代の礼制は,中 国儀礼史においては上記の意味でいわば過渡期の制度と考えられるが,そ

の制度 ・運用についての基礎的研究は未だ乏 しいのが現状である。 したがって,先 の制度 と実

際の乖離 についても,そ れを乖離 と把握できるだけの史料研究が始まった段階であって,そ の

理由や背景については未解明な部分が多い。とくに,『開元礼』 に記される礼器礼物や儀式所

作については,祭 祀の実例史料では確認できないものが多 く,な ぜそこにそう記されるのかと

いうことを明らかに しなければ,『 開元礼』の存在意義を置き去 りにしたまま,実 際との相違

からのみ,そ の行用問題⑤を考えてしまうことにもなりかねない。

本稿では儀礼史上の過渡期 としての唐朝礼制のあ りさまを明 らかにするために,先 の規定 と

実際という視点をもって,そ れぞれの事情を精査 してみたいと思 う。その方法 として,こ こで

は祭祀儀礼の献萸に関する諸問題をとりあげる。いうまで もなく神に酒を奉げる献酒は,そ の

祭祀の根幹をなす重要な儀式である。従前この献萸に関わる酒類 ・水 ・儀式についての基礎研

究を行い⑥,そ れぞれの意味を考察 してきた。その過程で,規 定 と実際の乖離という問題が浮

上 した。唐朝は祭祀の運営 にあたってこうした乖離を承知 していながら,『開元礼』そのもの

に改訂を加えることはしていない。だとすれば,そ の乖離を放置 しつづけるという点 に,「開

元礼』の性格,ひ いては唐代礼制の特徴の一端があるのではないかと考えたのである。

唐朝祭祀において,献 彙は3度(三 献)ま たは1度(一 献)行 われる。 この回数の差 は何に

基づ くものなのか。また献酒の担当者はその祭祀の主催者であり,酒 のやりとりを通 じて神に

祈 りをささげる。皇帝が直接執察する場合には,皇 帝が初めの献酒すなわち初献を務めるので

あるが,2番 目の亜献,3番 目の終献については,規 定 と実例とで差違があり,実 例について

も徐々に変化を してい く様子がみてとれる。この背景にはなにがあるのか。本稿ではまず,こ

うした三献の儀式内容を整理 し,そ の制度的沿革を明らかにしたうえで,祭 祀の実例における

三献の諸問題をみていぎなが ら,唐 代における祭祀儀礼の,規 定 と実際の問題 について考察 し

ていきたいと思う。
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第一章 三献の儀式 とその内容

1.『開元礼』の三献儀礼

唐代における三献の儀式内容は,『 開元礼』各巻に載せられた儀式次第の 「進熟」または

「餓食」の部分によって知ることができる。「進熟」や 「餓食」は祭祀儀礼の一部分(儀 節)で,

郊祀の場合は 「進熟」,廟 享では'「餓食」 といい,い ずれ もその祭祀の最 も重要な部分となる

神霊に酒類を奉げて祝文を読み上げるという儀式内容を説いている。では具体的にどのように

おこなわれるのであろうか。三献の手順その ものはおおむねどの祭祀 も大差はないので,い ま

『開元礼』巻四 ・皇帝冬至祀圓丘の 「進熟」條よりその部分を取 り上げることにする。長文な

ので,適 宜分段 し,ま た語句説明は必要最小限にとどめて,読 みすすめてみたい。

進熟

〔一〕 太常卿引皇帝,詣 上帝尊所。執尊者挙幕。侍中賛酌汎斉詫,寿 和之楽作。太常卿引皇帝,

詣昊天上帝神座前,北 面脆,萸 爵,挽 伏,興 。太常卿引皇帝少退,北 向立。楽止。

太常卿は皇帝を引き,上 帝(昊 天上帝)の 尊所(酒 器が置いてある場所)に 詣る。執尊者幕

(酒器に被せてある覆い)を 挙 ぐ。侍中汎斉(酒 類の呼称)を 賛醜 し諮 り,寿 和の楽(音 楽の

名称)作 る。太常卿は皇帝を引き,昊 天上帝の神座前に詣 り,北 面 して脆き,爵 を萸き,挽 伏

(うつむき伏す)し,興 つ。太常卿 は皇帝を引きて少や退き,北 向して立つ。楽止む。

〔二〕 太祖持版,進 於神座之右,東 面脆,読 祝文日 「維某年歳次月朔日子,嗣 天子臣某,敢 昭

告於昊天上帝。大明南至,長 薯初升,万 物権輿,六 気資始。謹連舞典,慎 修礼物,敬 以玉串犠

斉,棄 盛庶品,備 弦裡僚,砥 薦潔誠,高 祖神尭皇帝配神作主。尚饗」詑,興 。皇帝再拝。初読

祝文詫,楽 作。太祖進,脆 葵版於神座,興,還 尊所。皇帝拝言乞,楽 止。

太祖版(祝 文を載せた版)を 持ち,神 座の右に進み,東 面 して脆き,祝 文を読みで曰 く 「継れ

某年歳次月朔 日子,嗣 天子臣某,敢 て昊天上帝に昭告す。大明(太 陽)南 至 し,長 暦(太 陽の

運行をはかるためにたてた柱のかげ)初 めて升 り,万 物権輿(は じまる)し,六 気(天 地間に

ある陰 ・陽 ・風 ・雨 ・晦 ・明の六つの気)資 始(こ こより始まる)す 。謹んで舞典(守 るべき

常道)に 遵い,慎 んで礼物を修め,歓 んで玉串犠斉,繁 盛庶品を以て,菰 に涯瞭(柴 を播いて

煙を立ち上 らせて天をまつる)を 備え,砥 に潔誠(清 らかなまこころ)を 薦め,高 祖神尭皇帝

もて配神作主(高 祖の神主をあわせまつる)す 。尚くは享けよ」認 り,興 つ。皇帝再拝す。初

め祝文を読み言乞り,楽 作 る。太祝進み,脆 きて版を神座に葵き,興 ち,尊 所に還 る。皇帝拝し

託 り,楽 止む。
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〔三〕 太常卿引皇帝,詣 配帝酒事所。執尊者挙幕。侍中取爵於堵,進 。皇帝受爵。侍中賛酌汎

斉詑,楽 作。太常卿引皇帝,進 高祖神尭皇帝神座前,東 面脆,葵 爵,挽 伏,興 。太常卿引皇帝

少退,東 向立。楽止。

太常卿は皇帝を引き,配 帝の酒事の所に詣 る。執尊者幕を挙 ぐ。侍中爵を坊(爵 を置 く台)に

取 り,進 む。皇帝爵を受 く。侍中汎斉を賛酌 し託 り,楽 作る。太常卿は皇帝を引き,高 祖神発

皇帝の神座前に進み,東 面 して脆き,爵 を葵き,挽 伏し,興 つ。太常卿は皇帝を引きて少や退

き,東 向 して立つ。楽止む。

〔四〕 太祖持版,進 於神座之左,北 面,脆,読 祝文日 「維某年歳次月朔 日子,孝 曾孫開元神武

皇帝臣某,敢 昭告於高祖神尭皇帝。履長伊始,粛 軍郊禮,用 致幡祀於昊天上帝。伏惟慶流長発,

徳冠思文,対 越昭升,永 言配命。謹以制幣犠斉,棄 盛庶品,式 陳明薦 侑神作主。尚饗」詫,

興。皇帝再拝。初読祝文詫,楽 作。太祖進,脆 葵版於神座,興,還 尊所。皇帝拝詑,楽 止。

太祖版を持ち,神 座の左に進み,北 面 し,脆 き,祝 文を読みで曰く 「継れ某年歳次月朔 日子,

孝曾孫開元神武皇帝臣某,敢 て高祖神尭皇帝に昭告す。履長(冬 至)伊 に始まり,粛 んで郊禮

を事(祀)り,用 て幡祀を昊天上帝に致す。伏 して惟うに慶び流れて長 しく発われ,徳 は思文

を冠い(天 にあわせまつられるにふさわ しく),対 越(天 地神明に答える)し て昭升(あ きら

かに上聞す る)し,永 く命に配する(天 理に合する)を 言 う。謹んで制幣犠斉,棄 盛庶品を以

て,式 もて陳べ明薦(き ょくして神にすすめる)し,侑 神作主す。尚くは饗けよ」言乞り,興 つ。

皇帝再拝す。初め祝文を読み諮 り,楽 作る。太祖進み,脆 きて版を神座に萸き,興 ち,尊 所 に

還る。皇帝拝し託り,楽 止む。

〔五〕 太常卿引皇帝,進 昊天上帝神座前,北 向立。楽作。太祖各以爵酌上尊福酒,合 置一爵一。

太祖持爵,授 侍中。侍中受爵,西 向進。皇帝再拝,受 爵,脆,祭 酒,埣 酒,萸 爵,挽 伏,興 。

太常卿は皇帝を引き,昊 天上帝の神座前に進み,北 向して立つ。楽作 る。太祖は各おの爵を以

て上尊の福酒を酌み,合 せて一爵に置 きて一 とす。太祝は爵を持ち,侍 中に授 く。侍中爵を受

け,西 向 して進む。皇帝再拝 し,爵 を受け,脆 き,酒 を祭り,酒 を障め,爵 を葵き,挽 伏 し,

興つ。

〔六〕 太祖各帥斉郎進姐。太祖減神前詐肉加於姐,以 詐肉共置一姐上。太祖持姐以授司徒。司

徒奉姐,西 向進。皇帝受以授左右。謁者引司徒降,復 位。.

太祖は各おの斉郎を帥いて姐(犠 牲を載せた脚つきの小盤)を 進む。太祖神前の昨肉(そ なえ

ものの肉)を 減きて姐に加え,詐 肉を以て共に一姐上に置 く。太祖姐を持ち以て司徒に授 く。

司徒姐を奉 り,西 向 して進む。皇帝受けて以て左右に授 く。謁者は司徒を引きて降 り,復 位す。
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〔七 〕 皇 帝 脆,取 爵,遂 飲,卒 爵。 侍 中 進 受 虚 爵,以 授 太 祖 。 太 祝 受 爵,復 於 培。 皇 帝 挽 伏,

興,再 拝 。 楽 止 。

皇 帝 脆 き,爵 を取 り,遂 に飲 み,爵 を 卒 す 。 侍 中 は進 み で虚 爵 を受 け,以 て太 祖 に 授 く。 太祖

爵 を受 け,培 に復 す。 皇 帝 挽 伏 し,興 ち,再 拝 す 。 楽 止 む。

〔八 〕 太 常 卿 引皇 帝 。 楽 作 。 皇 帝 降 自粛 階,還 版 位,西 向立 。 楽 止 。 文 無 退 。 鼓 祝,作 野 和之

楽 。 退 詑,宴 歌,楽 止 。 武 舞 入,鼓 祝,作 野 和 之 楽 。 立 定 。 宴 歌,楽 止 。

太 常 卿 は皇 帝 を引 く。 楽 作 る。 皇 帝 南 階 自 り降 り,版 位 に還 り,西 向 して立 つ。 楽 止 む。 文無

退 く。 鼓 祝(奏 楽 の初 め に打 ち 鳴 らす楽 器)し,野 和 の 楽 作 る。 退 言乞り,宴 歌(奏 楽 の終 了時

にす りた た く楽器)し,楽 止 む。武 舞 入 り,鼓 祝 し,静 和 の楽 作 る。立 定 ま る。夏散 し,楽 止 む。

〔九〕 初皇帝将復位,謁 者引太尉,詣 轄洗,盛 手,洗 艶麗言乞,謁 者引太尉,自 東陛升壇,詣 昊

天上帝著尊所。執尊者挙幕。太尉酌醗斉言乞,武 舞作。謁者引太尉,進 呈天上箒神座前,北 面脆,

萸爵,興 。

初め皇帝将に復位せんとするや,謁 者は太尉を引き,愚 洗に詣り,手 を盟い,飽 爵(ひ さごで

作 った爵)を 洗い認 り',謁者は太尉を引き,東 陛自り壇に升 り,昊 天上帝の著尊の所に詣 る。

執尊者幕を挙 ぐ。太尉酷斉を酌み認 り,武 舞作 る。謁者は太尉を引き,昊 天上帝の神座前に進

み,北 面 して脆き,爵 を萸き,興 つ。

〔十〕 謁者引太尉少退,復 北向,再 拝詫,謁 者引太尉,詣 配帝犠尊所,取 爵於培。執尊者挙幕,

太尉酌醗斉詑,謁 者引太尉,進 高祖神尭皇帝神座前,東 面,脆,萸 爵,興 。
'
謁者は太尉を引きて少や退き,復 た北向し,再 拝 し認 り,謁 者は太尉を引き,配 帝の犠尊の所

に詣 り,爵 を培於 り取る。執尊者幕を挙 ぐ。太尉醗斉を酌み託 り,謁 者は太尉を引き,高 祖神

尭皇帝の神座前に進み,東 面 し,脆 き,爵 を萸き,興 つ。

〔十一〕 謁者引太尉少退,東 向,再 拝詫,謁 者引太尉,進 昊天上帝神座前,北 向立。諸太祖各

以爵酌塁副酒,合 置一爵一。太祖持爵,進 太尉之右,西 向立。太尉再拝受爵,脆,祭 酒,遂 飲

卒爵。太祖進受虚爵,復 於坊。太尉興,再 拝言乞,謁 者引太尉降,復 位。

謁者は太尉を引きて少や退 き,東 向 し,再 拝 し誇 り,謁 者は太尉を引き,昊 天上帝の神座前に

進み,北 向して立つ。諸太祖は各おの爵を以て塁の副酒を酌み,合 せて一爵 に置きて一とす。

太祖は爵を持ち,太 尉の右に進み,西 向 して立つ。太尉再拝 して爵を受け,脆 き,酒 を祭 り,

遂に飲みで爵を卒す。太祖進みて虚爵を受け,培 に復す。太尉興ち,再 拝 し言乞り,謁 者は太尉

を引きて降り,復 位す。
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〔十二〕 初太尉敵将畢,謁 者引光禄卿,詣 蕾洗,盛 手,洗 拭鞄爵,升 酌盤斉,献 正座配座。終

献如亜献之儀詑,謁 者引光禄卿降,復 位。

初め大尉の敵将に畢らんとするや,謁 者は光禄卿を引き,愚 洗に詣 り,手 を整い,鞄 爵を洗拭

し,升 りて盤斉を酌み,正 座(昊 天上帝の神座)配 座(高 祖神尭皇帝の神座)に 献ず。終献は

亜献の儀の如 くし託り,謁 者は光禄卿を引きて降 り,復 位す。

以上で皇帝 ・太尉 ・光禄卿 による三献が終了する。南郊祭祀では昊天上帝に高祖神尭皇帝

(李淵)の 神主をあわせまつるため,昊 天上帝へ献萸をおこなったあと,高 祖の神座へも敵薬

を行 う。そ してふたたび昊天上帝の神座前に立ち戻 り,福 酒を受けてか ら元の版位に還るので

ある。 この 〔一〕から 〔八〕の皇帝初献のあと,謁 者に導かれた太尉が,醗 斉を以て同様に昊

天上帝 と高祖の神座に献酒を行い 〔九〕 〔十〕,ま た昊天上帝の神座前に戻ってきて福酒を受け

る 〔十一〕。 ひきつづき同 じく謁者に導かれた光禄卿が,盤 斉を以て昊天上帝 と高祖の神座に

献萸を行 う 〔十二〕。皇帝 ・太尉 ・光禄卿と都合三回行われることから,こ れを三献 とよぶの

である。以下に儀式の流れを整理 し,祭 壇の略図を附す。

〔一〕 太常卿に導かれた皇帝が,汎 斉の入 った爵を持ち,昊 天上帝の神座前に詣 り爵を萸 く

〔二〕 昊天上帝への祝文諦読

〔三〕 太常卿に導かれた皇帝が,汎 斉の入 った爵を持 って,高 祖の神座前に詣 り爵を萸 く

〔四〕 高祖への祝文講読

〔五〕 皇帝が昊天上帝の神座前に詣 り,上 尊の副酒(明 水)を 受ける

〔六〕 司徒が姐を皇帝に渡す

〔七〕 皇帝が爵を飲み干す

〔八〕 皇帝南陛より復位す

〔九〕 謁者に導かれた太尉が,曇 天上帝に醗斉を敵薬する

〔十〕 太尉が高祖の神座に詣 り,醜 斉を献彙す る

〔十一〕 太尉が昊天上帝の神座前に戻 り,福 酒(玄 酒)を 受ける

〔十二〕 謁者に導かれた太常卿が,盤 斉を以て昊天上帝と高祖の神座に献彙を行 う

2.『開元礼』三献の礼制構造

三献の儀式の内容が押さえられたところで,こ の儀礼の構造について整理 しておきたい。

「皇帝冬至祀園丘」では,皇 帝が初献,太 尉が亜献,光 禄卿が終献という規定になっており,

身分秩序 としては初献の担当者が最 も高位で,こ れに亜献,終 献が次 ぐ形 となっている。 この

序列はほかの祭祀の規定においても基本となっており,三 献を行 う場合はすべて,初 献が最高
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位であり,か つその祭祀の責任者ということになる。

つぎに皇帝 ・太尉 ・光禄卿が三献に使用する酒類についてみてみると,皇 帝は汎斉,太 尉は

醗斉,光 禄卿は盤斉である。『開元礼』には,祭 祀用の酒類 として汎斉 ・醜斉 ・盤斉 ・醍斉 ・

沈斉 ・事酒 ・昔酒 ・清酒 という八種の酒名が登場する。これを五斉三酒 と総称するが,こ れら

は古礼を典拠にしたものであって,唐 机においては祭祀の格付けによって使用範囲が限定 され

ている。 この五斉三酒は,汎 斉を最 も高位とする格付けの概念を附加されておりω,し たがっ

「
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〔八〕

《垣 下》

△ 象尊 △

明水 縄斉

△ 壷草 △

明水 沈斉

△ △ 山幽 △ △

玄酒 事酒 玄酒 昔酒
【御位

※ ∩は神 主及 び皇帝 の向 き,△ は酒尊の 向き,一 …》は皇帝 の進路,〔 一〕～ 〔七〕.は

本論の分段 に基づいて,皇 帝初献 の進行順 を示す。 また 【 は皇帝の版位

※酒尊△横の 「太尊」等 は酒尊 の種類 を,「 明水」「汎斉」 等は尊 の中の酒類を示す

※上尊は,二 つセ ッ トで置かれ た酒尊 のうち,上 座 に位置 する ものを指す

※唐の園丘 は4層12陛 で長安城 の南,明 徳門外にあ った。『考 古』2000年7期 参照。

図では便宜上,上 層の神座前 の配置及 び南階 と東陛 のみ示す

(『大唐開元礼』巻四 ・皇帝冬至祀園丘 より)

昊 天 上 帝 ・配 帝 神 座 前 酒 尊 配 置 想 定 図
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て初献汎斉 ・亜献醒斉 ・終献蓋斉の順に使い分けることで,そ れぞれの献萸の内容を差別化 し

ているのである。また,こ うした酒類が入っている酒事にも,太 尊 ・著尊 ・犠尊 ・象尊 ・壺尊 ・

山轄という6種 類があり,こ れ も太尊を筆頭に格付けられている。

さらに儀式の流れの上で注意 しておくべきなのは,皇 帝が昊天上帝に続いて神葬皇帝への献

酒と祝文講読を行ったあと,ま た昊天上帝の神座前に戻 って,福 酒(こ の場合は太尊の上尊に

入れ られた明水)⑧ を受け取 り,こ れを飲み干していることである。 この福酒は,神 か らの答

礼 としての賜酒を意味 してお り,こ れを受け取る所作を行 うことで,皇 帝と昊天上帝とのつな

が りが儀式の中で視覚的に表現されることになる。酒類を神に奉げ,神 か らの賜酒を受けると.

いうのが,祭 祀の最 も重要な部分なのであって,献 者は自身の身分位階と奉げる酒類の格とで

神 に礼をつ くし,神 の答礼を受けるという構造になっているのである。この 「福酒」を受ける

儀式は亜献 ・終献も同様に行われるが,そ のさい賜酒として酌 まれるのは玄酒であるという点

で,明 水を福酒とする皇帝の初献とは一線を画す。 とはいえ,祭 祀における献官の重要性は,

この神との直接のや りとりを行うという点で,他 の祭祀従事者とは異なると考えてよいだろう。

ところで,国 家祭祀の責任者として皇帝が初献を務めるのは当然として,な ぜ太尉が亜献で,

光禄卿が終献 とされるのか,と いう問題が残 る。太尉は三師 ・三公Q一 つであるし,光 禄卿は

九寺の一つ光禄寺の長官であって,品 階だけでいえば同等の官職は他 にもある(9)。じつはこれ

は典拠に基づ く慣習に由来するものであるから,唐 代の官制からだけではその理由はみえてこ

ない。 したが って次章では,そ の由来をみていぎだいと思う。

第二章 三献の制度 と沿革

1.唐 以前の三献と献官

祭祀における献酒の回数について 『札記』〔'o)礼器には,

一献質[鄭 注:謂 祭群小祀也]。三献文[同:謂 祭社稜五祀]。 五献察[同:察 明也。謂祭

四望山川也]。七献神[同:謂 祭先公]。

一献は質[鄭 注:群 小祀を祭るを謂うなり]。三献は文[同:社 稜五祀を祭るを謂 う]。五

献は察[同:察 明なり。四望山川を祭るを謂うなり]。七献は神[同:先 公を祭 るを謂う]。

とあ り,鄭 玄注によれば,祭 祀の別によって献酒の回数が異なることになる。また 『通典』巻

四二 ・礼二 ・沿革二 ・郊天上に載 る周制の記述には,「為朝践之献…七献」とあり,周 制では

「朝践之献」すなわち天に対する祭祀では七献を行 っていたという理解が,唐 代には存在 して

いた。 しかし 『開元礼』では三献説を採 り,郊 天に七献説を採用 していない。つまり唐朝の郊

天における三献は,『札記』や 『周礼』.等の古礼に基づ くものではないのである。では唐朝は

何を典拠 としたのか。

唐以前の史料をみていくと,『続漢書』の百官志では郊祀において太尉は亜献,光 禄勲は三
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献(終 献)を 務めることが記 されており,三 献が規定として存在 していたことを確認できる㈹。

以後南朝の郊祀では,梁 武帝の天監七年(508)に 三献をやめて一献のみとしたという記事が

あるが(12},やがて陳になると間 もな く三献へと戻 された(13》。一方北朝では,北 斉(,.》,北周(15》

そして階㈲ とやはり三献が行われていたことが史料から確認できる。

このようにみて くると唐朝の郊祀における三献は,後 漢以降の歴代王朝の事例に基づいて決

定されたと考えてよいだろう。各史料にみえる南郊及び諸祭祀における三献の担当官を整理す

ると,表1の ようになる。唐代の南郊祭祀での太尉亜献,光 禄卿終献の典拠 は,や はり後漢に

さかのぼるものであることが認められる。唐代の光禄卿と後漢代の光禄勲とでは,職 務内容と

してはもはや別種のものであ り,官 制における意義 も位置づけも当然異なるが㈹,『 開元礼』

表1-1歴 代王朝南郊(圓 丘)祭 祀三献一覧

王 朝 名 祭祀の種類 初 献 亜 献 終 献 出 典

後漢 郊祀 皇 帝 太 尉 光禄勲 『後漢書』百官 志

劉宋①孝建二年以前 南郊親祭 皇 帝 太 常 光 禄 『朱書』巻一 四礼志

南郊有司摂祭 太 尉 太 常 光禄勲 『末書』巻一 四礼志

劉宋②孝建二年以後 南郊 皇 帝 太 尉 光 禄 『来書』巻一六 礼志

梁①天監七年以前 南郊(天 地) 皇 帝 太 尉 光 禄 『晴書』巻六礼 儀志

梁②天蓋七年以後 南郊(天 地) 皇 帝 一 一 「晴書』巻六礼儀志

陳 南郊 皇 帝 太 尉 光 禄 『陪書』巻六礼 儀志

北斉 南郊(園 丘) 皇 帝 太 尉 光 禄 『隔番』巻六礼儀志

北周 南郊 皇 帝 家 宰 宗 伯 『隔番』巻六礼儀志

唐 南郊(園 丘)親 祭 皇 帝 太 尉 光禄卿 『大唐開元礼』巻 四

南郊(園 丘)有 司摂祭 太 尉 太常卿 光禄卿 『大唐開元礼』巻五

表1-2歴 代王朝祭祀三献一 覧

王 朝 名 祭祀の種類 初 献 亜 献 終 献 出 典

宋 宗廟 皇 帝 太 尉 光 禄 『朱書』巻一 四礼志

梁 宗廟 皇 帝 (太尉)? (光禄)? 『晴書』巻六礼儀志

梁(天 蓋七年以後) 迎気 皇 帝 一 一 『購書』 巻六礼 儀志

陳 宗廟 皇 帝 (大尉)? (光禄)? 『隔番』巻六礼儀志

北周 迎気 皇 帝 家 事 宗 伯 『陪審』巻七礼儀志

諦給 皇 帝 皇 后 家 宰 『階書』 巻七礼 儀志

春分朝日 皇 帝 司 徒 宗 伯 『晴書』巻七礼儀志

社稜 皇 帝 家 宰 宗 伯 『購書』 巻七礼 儀志

先蚕 皇 后 昭化嬢 淑 嬢 『隔番』巻七礼儀志

蛤 皇 帝 家 事 宗 伯 『陪審』巻七礼儀志

北斉 太社 ・帝社 ・大綾 皇 帝 司 空 司 農 『隔番』巻七礼儀志

高楳 皇 帝 皇 后 夫 人 『晴書』巻七礼 儀志

五郊迎気 皇 帝 太 尉 太常少卿 『階書』巻七礼儀志

階 明堂 皇 帝 太 尉 司 農 「購書』巻六礼儀志
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はこの古来の官称を浴用 しつつ,唐 礼の構成に組み込んでいるのである。

2.唐 の三献

さて唐朝南郊祭祀における三献官の沿革がみえてきたところで,『 開元礼』古礼部分に記 さ

れる献官規定 について概要を把握 しておきたい。各祭祀の献官の規定を表2に 整理 した('8)。

唐朝は国家祭祀,な かでも定期的に行う常祀を,そ の重要度にあわせて大祀 ・中祀 ・小祀 と

表2『 大唐開元礼』 古礼三献一覧

巻数 礼 目 主 祭 神 祭祀の区分 初 献 亜 献 終 献

巻4 皇帝冬至祀圓丘 天帝(昊 天上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻5 冬至祀園丘有司摂事 天帝(昊 天上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻6 皇帝正月上辛祈穀干園丘 天帝(昊 天上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻7 正月上平祈穀干園丘有司摂事 天帝(昊 天上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卵

巻8 皇帝孟夏雲祀干園丘 天帝(昊 天上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻9 孟夏雪祀干圓丘有司摂事 天帝(昊 天上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻10 皇帝季秋大享於明堂 天帝(昊 天上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻11 季秋大享於明堂有司摂事 天帝(昊 天上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻12 皇帝立春祀青帝干東郊 青苗(五 方上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻13 立春祀青帝王東郊有司摂事 青帝(五 方上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻14 皇帝立夏祀赤帝干南郊 赤帝(五 方上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄刺

巻15 立夏祀赤帝王南郊有司摂事 赤帝(五 方上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻16 皇帝季夏土正日祀黄帝於南郊 黄帝(五 方上帝) 大 皇 帝 大 尉 光禄卿

巻17 季夏土玉目祀黄帝於南郊有司摂事 黄帝(五 方上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻18 皇帝立秋祀白帝於西郊 白帝(五 方上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄刺

巻19 立秋祀白帝於西郊有司摂事 白帝(五 方上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻20 皇帝立冬祀黒帯於北郊 黒帯(五 方上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻21 立冬祀黒帯於北郊有司摂事 黒帝(五 方上帝) 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻22 皇帝強目錯百神於南郊 大 明 ・夜 明 中 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻23 麗日蛤神於南郊有司摂事 大 明 ・夜 明 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻24 皇帝春分朝日於東郊 朝 日 中 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻25 春分朝日於東郊有司摂事 朝 日 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻26 皇帝秋分夕月干西郊 夕 月 中 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻27 秋分夕月干西郊有司摂事 夕 月 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻28 祀風祀 風 祀 小 献 官
〃 祀雨祀 雨 祀 小 献 官

!ノ 祀霊星 霊 星 小 献 官
〃 祀司中司命司人司腺 司中司命司人司様 小 献 官

巻29 皇帝夏至祭於方丘 皇地祇 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻30 夏至祭於方丘有司摂事 皇地祇 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻31 皇帝孟冬祭神州於北郊 神 州 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻32 孟冬祭神州於北郊有司摂事 神 州 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻33 皇帝仲春仲秋上戊祭太社 太 社 中 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻34 仲春仲秋上戊祭太社有司摂事 太 社 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻35 祭五嶽四鎮 五嶽四鎮 中 初 献 亜 献 終 献
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巻36 祭四海四漬 四海四涜 中 初 献 亜 献 終 献

巻37 皇帝時享干太廟 太 廟 中 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻38 時享干太廟有司摂事 太 廟 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻39 皇帝給享干太廟 太 廟 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻40 給享干太廟有司摂事 太 廟 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻41 皇帝諦享干太廟 太 廟 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻42 諦享干太廟有司摂事 太 廟 大 太 尉 太常卿 光禄卿

巻43 齋明皇后廟時享有司摂事 粛明皇后廟 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻44 孝敬皇帝廟時享有司摂事 孝敬皇帝廟 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻45 皇帝拝五陵 五 陵 皇 帝

巻46 皇帝孟春吉亥享先農 耕籍 先 農 中 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻47 孟春吉亥享先農於籍田有司摂事 先 農 中 太 尉 太常卿 光禄卿

巻48 皇后季春吉巳享先蚕 親桑 先 蚕 中 皇 后 貴 妃 昭 儀

巻49 季春吉巳享先蚕干公桑有司摂事 先 蚕 中 尚 宮 尚 儀 尚 食

巻50 有司享先代帝王 先代帝王 中 初 献 亜 献 終 献

巻51 季夏祭中雷干太廟 中 醤 小 太廟令
〃 孟冬祭司寒 玄 冥 小 上林令
〃 興慶宮祭五龍壇 五 龍 小 献 官

巻53 皇太子釈葵干孔宣父 孔宣父 中 皇太子 国子祭酒 司 業

巻54 国子釈葵干孔宣父 孔宣父 中 祭 酒 司 業 博 士

巻55 仲春仲秋釈萸干斉太公 斉太公 中 初献官 亜献官 終献官

巻56 皇帝巡狩告干圓丘 天帝(昊 天上帝) 皇 帝

巻57 巡狩告干圓丘有司摂事 天帝(昊 天上帝) 告 官

巻58 皇帝巡狩告干太社 太 社 皇 帝

巻59 巡狩告干太社有司摂事 太 社 告 官

巻60 皇帝巡狩告干太廟 太 廟 皇 帝

巻61 巡狩告干太廟有司摂事 太 廟 告 官

巻62 皇帝巡狩 一 『

巻63 皇帝封祀干泰山 天帝(昊 天上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻64 皇帝禅干社首山 天帝(昊 天上帝) 大 皇 帝 太 尉 光禄卿

巻65 時旱祈干太廟 太 廟 祈 官
〃 時早祈干太社 太 社 祈 官

巻66 時早祈嶽鎮干北郊 嶽 鎮 献 官

巻67 時旱祈嶽鎮海漬 嶽鎮海漬 祈 官
!ノ 久雨榮国門 国 門 献 官

巻68 諸州祭社稜 小 刺 史 亜 献 終 献

巻69 諸州釈葵干孔宣父 小 刺 史 亜 献 終 献

巻70 諸州祈社稜 ・諸州祈諸神 ・諸州禁城門 小 刺 史

巻71 諸県祭社穫 小 県 令 亜 献 終 献
〃 諸里祭社穫 小 社 正

巻72 諸県釈璽干孔先父 小 県 令 亜 献 終 献

巻73 諸県祈社稜 。諸県祈諸神 ・諸県禁城門 小 県 令

巻74 諸太子廟時享 中 初 献 亜 献 終 献

巻75 三品以上時享其廟 主 人 亜 献 終 献

巻76 三品以上給享其廟 ・三品以上諦享其廟 主 人 亜 献 終 献

巻77 四品五品時享其廟 主 人 亜 献 終 献

巻78 六品以下時祠 主 人 亜 献 終 献
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いう三種類に区分 していた(is)。敵営規定をこの区分にそってみてみると,大 祀 ・中祀に区分 さ

れる祭祀は三献 となっており,そ の中で皇帝親祭の場合は皇帝 ・太尉 ・光禄卿,有 司摂事の場

合は太尉 ・太常卿 ・光禄卿がそれぞれ担当することになっているとわかる。諸州 ・県の社稜 も

三献だが,こ こには刺史 ・亜献 ・三献と記され,亜 献 ・三献(終 献)の 担当官は具体的に指定

されていない⑳。また小祀は一献のみで,担 当官は多 く 「敵営」とのみ書かれて位階や官職等

の指定は無い。

『開元礼』 における,大 祀 ・中祀は三献,小 祀は一献 という規定は,先 にみた 『礼記』・礼器

の 「一献質」の解釈に由来するものと考えられる。すなわち 「礼器」の孔穎達疏に引 く 『札記

正義』に,

正義日,此 一節,明 祭諸神献数之差,取 義各別。一献質者,謂 祭群小祀最卑,但 一献而已,

其礼質略。三献文者,謂 祭社稜五祀,其 神梢尊,比 群小祀礼儀為文飾也。

正義に曰く,此 の一節は,諸 神を祭る献数の差は,義 を取 りて各おの別なるを明らかにす。

「一献質」 は,群 小祀の最も卑なるを祭るに,但 だ一献のみ,其 の礼は質略なるを謂 う。

「三献文」 は,社 稜五祀を祭るに,其 の神梢や尊にして,群 小祀に比べ礼儀は文飾 と為す

を謂 うなり。

とあって,群 小祀つまり多 くの比較的小規模 とみなされる諸祠神を祭る場合には一献のみとし,

その儀礼を 「質略」つまり素朴簡略にするとある。そして群小祀の神々に比べて 「梢や尊」で

あるとされた神には三献を行 って,そ の儀礼を 「文飾」つまり献萸の回数を多 くすることによっ

て飾 るのである(21)。『札記』礼器経文にはさらに五献 ・七献が記されるが,漢 代以降は三献が

定着 したこともあって,唐 代の礼典作成時においては,す べてを三献 にするか,一 献を とり入

れるかということが問題となったと思われる。結果として 『開元礼』は,双 方をともに採用 し,

これを国家祭祀の格付けである大祀 ・中祀 ・小祀の差等に取り込んで,大 祀 ・中祀は三献,小

祀は一献としたのであろう。『開元礼』の規定では,皇 帝がみずから祭祀を執 り行う場合が想

定されるのは,大 祀 ・中祀に格付けられる祭祀のみであり,小 祀はその限 りではない。唐礼は

郊祀宗廟を主とした皇帝祭祀を重視 して構成されており㈱,大 祀 ・中祀を三献 とし,小 祀の一

献 と差別化 した理由もそこにあるとみてよいだろう。

つぎに 「皇帝 ・太尉 ・光禄卿」ない し 「太尉 ・太常卿 ・光禄卿」という三献担当者の規定 に

ついて考えてみたい。「皇帝 ・太尉 ・光禄卿」 というかたちが後漢時代にさかのぼることは,

すでにみたとおりであるが,こ れについては小林聡氏が 「皇帝が天下を統べる者 として初献を

行ない,三 公あるいは公 クラスの諸官を代表 して太尉が亜献を行ない,九 卿の代表 として光禄

勲が終献ずる」 と述べている(23)。ではいまひとつの 「太尉 ・太常卿 ・光禄卿」のかたちの由来

は,ど う理解すればよいだろうか。

この問題を考えるにあたって,も ういちど表2か ら,太 常卿が皇帝親祭のときには献萸を行

32



唐朝祭祀における三献

わず,有 司摂事の場合にのみ亜献として登場することを押 さえておきたい。なぜ皇帝親祭にお

いて太常卿は献官を務めないのだろうか。皇帝親祭の場合の太常卿の動 きをみてみると,初 献

を行 う皇帝は太常卿が引率 し,亜 献の太尉と終献の光禄卿は謁者が引率を行 っている。一方,

有司摂事の場合では,太 尉 ・太常郷 ・光禄卿ともに謁者が引率を行 う。 このことを考え合わせ

ると,太 常卿は皇帝を引率するという役目があるために,親 祭においてさらに敵営を兼ねるこ

とは,不 可能 とはいわないまでも,儀 式の進行上かな り不自然であろうことに思い至 る。

太常卿の皇帝引率のことは,そ の職掌において 「賛相」と記される。典礼の際に執祭者を賛

唱導引する意であり,『六典』巻一四 ・太常寺 ・太常卿の條に,

太常卿之職,… 凡国有大礼則賛相礼儀,有 司摂事,為 之亜献。

太常卿の職,… 凡そ国に大礼有 らば則ち礼儀を賛相 し,有 司摂事なれば,之 が亜献と為す。

とあるのがそれである。これは 『続漢書』百官志の太常の職掌にも 「本注目,掌 礼儀祭祀。毎

祭祀,先 奏其礼儀,及 行事,常 賛天子(本 注目く,礼 儀祭祀を掌る。祭祀毎に,先 に其の礼儀

を奏 し,行 事に及んでは,常 に天子を賛 く)」 とあって,そ の役 目が後漢以来のものであるこ

とが知 られる。『続漢書』には 「賛」すなわち具体的には皇帝の先導のみで,敵 薬担当の こと

は記されていないのだが,後 代 「賛」を務ある一方で,同 時に亜献を務めた例が,劉 宋期の南

郊祭祀の規定にみえる。『朱書』巻「四 ・礼志に当時の儀注の一部 として,

南郊…飲福酒詑,博 士 ・太常引帝従東階下,還 南階。謁者引太常升壇,亜 献。謁者又引光

禄升壇,終 献。

南郊…(皇帝)福 酒を飲み託 り,博 士 ・太常は帝を引きて東陪従 り下 り,南 階に還 る。謁

者は太常を引きて壇に升 り,亜 献す。謁者又た光禄を引きて壇に升り,終 献す。

という記事があり,博 士 と共に皇帝の導引をつとめた太常が,つ ぎに謁者に導かれて亜献を行

うとある。小林氏によれば,こ れは曹魏から晋初にかけては皇帝親祭が非常に少な く,多 くは

太尉 ・太常 ・光禄勲のかたちで祭祀が行われており,や がて皇帝親祭が復活するが,三 献の担

当者については,後 漢時代の定型であった皇帝初献 ・太尉亜献 ・光禄勲終献には戻されず,皇

帝初献のほかは太常亜献 ・光禄勲終献のまま踏襲されて しまったのではないかという(z.)。みて

きたとおり太常は本来 「賛」の役 目をもつから,皇 帝が祭祀で初献を務めるとすればその賛を

担 う。こうして劉宋の初期には,南 郊皇帝親祭 において,太 常は皇帝の賛を行 うと同時に亜献

も兼任するという状況が生 じていた。 しかしこれでは実際の儀式における動作に無理があ り,

まもなく 「太常既掌賛天子,事 不容兼(太 常既に天子を賛 るを掌 り,事 は兼を容れず」(25)と朱

唇之の指摘をうけるに至 り,皇 帝親祭時の太常亜献 は,漢 代の例と同じく太尉亜献へと戻され

ていったのである。

このように歴代の三献に関する変遷をふまえると,『開元礼』の有司摂事における太尉 ・太

常卿 ・光禄卿という規定は,魏 から晋初にかけての時期 に,皇 帝親祭が行われなかったことに
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よって生 じた事例を典拠としたらしいことが理解される。唐礼では,三 献の担当官規定に関 し

ては,皇 帝親祭 ・有司摂祭ともに過去の王朝儀礼を典拠に礼文が構成されたのである。そして

祭祀における皇帝の引率を太常卿 とする一方,他 の献官の引率はすべて謁者とすることで㈲,

皇帝の存在を別格としていることも注意 しておかな くてはならない。

以上,唐 礼における三献儀礼の典拠について考察 した。次に,唐 代に行なわれた実際の祭祀

における三献の事例についてみていぎだい。

第三章 唐三献の実例

1.皇 帝親祭 における献官

前章では,『 開元礼』 にみえる三献規定について整理 した。ただし,こ れらはあ くまで規定

であって,実 際に行われた祭祀における担当官はこれとは異なる。規定と実際 と,両 者がとも

になんらかの理由に基づ く事象であったとすると,礼 典からみた祭祀儀礼と,実 際のケースか

らみた祭祀儀礼 とは,そ れぞれ個別に背景を探る必要があるだろう。こうした二元的理解を模

索す る意味で,本 章では唐朝祭祀における三献の実際について考察 したい。

唐代の国家祭祀では,常 祀 とよばれる四季ごとに挙行すべき様々な祭祀については,通 常 は

有司摂事すなわち担当官たちによって祭祀が行われ,皇 帝親祭はむ しろ特別な場合に限られて

いた⑳。先に見たとおり 『開元礼』の三献規定では,大 祀の皇帝親祭の場合には初献皇帝 ・亜

献太尉 ・終献光禄卿であり,有 司摂事では初献太尉 ・亜献太常卿 ・終献光禄卿 となっている。

しか し,実 際の祭祀においては,皇 帝親祭 ・有司摂事ともにこうした規定どおりの配役にはなっ

ていなかったのであり,規 定 と実際とでは明 らかに異なる原則があったと思われる。 したがっ

て,こ こではそうした差違について検討するため,実 際に行われた皇帝親祭における三献の事

例をみていくことにする。

唐朝皇帝親祭の実例において,亜 献 ・終献の担当官が判明する例はけして多 くはな く,そ れ

らをまとめると表3の ごとくである㈱。表からは 「太尉」でない者が亜献をつとめ,「 光禄卿」

でないものが終献をつとめていることがわかる。また開元以前ではとくに原則らしいものはみ

られないが,開 元に入 ると皇帝 ・親王(皇 叔)・親王(皇 弟)が 固定化 し,開 元後期では皇帝 ・

皇太子 ・親王(皇 叔),や がて唐晩期には皇帝 ・親王(皇 叔)・親王(皇 叔)と いう形におさまっ

ている様子も窺える。 このような推移をみた背景には何があったのだろうか。

(1)高 宗封禅と中宗南郊

まず開元以前の経緯か らみてみよう。三献の担当官についての議論がでて くるのは,管 見の

限 りでは,麟 徳三年(666)正 月元 日に行われた高宗の封禅が最初である。このときの経緯は

次のような ものであ った。
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表3皇 帝親祭 三献 一覧

皇帝 元 号(西 暦) 月 日 祭祀 初献 亜 献 終 献 出 典

太宗 貞観十四(640) 11.01 南郊 太宗 皇太子承乾 ? 冊33

高宗 乾封 元(666) OLO1 封 高宗 徐王元利 劉祥道 旧81

禅 高宗 武 后 越国太妃燕氏 会117,119,131

総章 元(668) 12.17 南郊 高宗 李 動 ? 資201

武后 永昌元(689) Ol.Ol 明堂 武后 皇 帝 太 子 資204

長寿二(693) Ol.Ol 明堂 武后 魏王武承嗣 梁王武三思 資205

中宗 景龍三(709) ll.13 南郊 中宗 章 后 章巨源 会9,資209
腫

玄宗 開元 六(718) 11.06 謁太廟 玄宗 那王守礼 宋王憲 詔75

開元十 一(723) 02.16 后土 玄宗 邪王守礼 寧王憲 詔66

11.16 南郊 玄宗 邪王守礼 寧玉葱 詔68

開元十 三(725) 11.10 封禅 玄宗 邪王守礼 寧王憲 詔66,会135

開元十 七(729) 11.22 謁陵 玄宗 皇太子鴻 慶玉津 詔77

開元廿(732) 11.21 后土 玄宗 皇太子鴻 慶王潭 詔66

開元廿 三(735) 01.18 籍田 玄宗 皇太子鴻 慶玉澤 詔74

開元廿 六(738) 01.08 東郊 玄宗 忠王瑛(粛宗) 頴 王[王 敷](玄 宗子) 詔73

天宝三(744) 12.25 九宮垣 玄宗 皇太子(南 宗) 慶王珠(玄 宗長) 詔74

天宝十(751) Ol.10 南郊 玄宗 皇太子(粛宗) 栄王碗(玄 宗子) 詔68

徳宗 貞元六(790) ll.08 南郊 徳宗 皇太子 親 王 会9

敬宗 宝暦元(825) Ol.07 南郊 敬宗 嘉王運(代宗子) 循王遜(代 宗子) 詔70

文宗 大和三(829) ll.18 南郊 文宗 循王遙(代宗子) 共王通(代 宗子) 詔71

僖宗 乾符二(875) 01.07 南郊 僖宗 撫王紘(順宗子) 栄王憤(憲 宗子) 詔72

※出典:冊=『 冊府元亀』,旧=『 旧暦書』,資=『 資治通鑑』,会=『 唐会要』,詔=『 唐大詔令集』

麟徳二年,将 有事於泰山。有司議依旧礼,皆 以太常卿為亜献,光 禄卿為終献。祥道駁日

「昔在三代,六 卿位重,故 得佐祠。漢魏以来,権 帰毫省,九 卿皆為常伯属官。今登封大礼,

不以八座行事,而 用九卿,無 乃絢虚名而忘実事乎」。高宗従其議,寛 以司徒徐王元礼為亜

献,祥 道為終献。(『 旧唐書』巻二三 ・礼儀志)

麟徳二年(665),将 に泰山に有事(祭 祀を行 う)せ んとす。有司旧礼に依 り,皆 な太常卿

を以て亜献と為 し,光 禄卿を終献 と為すを議す。(劉)祥 道駁 して曰く 「昔三代(夏 ・商 ・

周)に 在 りては,六 卿は位重 く,故 に祠を佐 くを得たり。漢魏以来,権 は墓省(尚 書省)

に帰 し,九 卿は皆な常伯(三 公)の 属官と為る。今登封大礼は,八 座(六 尚書 ・左右僕射 ・

令)を 以て事を行わず して,九 卿を用う,乃 ち虚名を伺えて実事を忘 る無か らんや」。高

宗其の議に従い,寛 に司徒徐王元礼を以て亜献と為 し,祥 道を終献と為す。

「旧礼」がなにをさすのかはっきりしないが(29),そこには封禅親祭 に関 して皇帝初献 ・太常

35



江川 式部

卿亜献 ・光禄卿終献 という規定があり㈹,当 初はここに従 って献官を任命 しようとしていたら

しいことがわかる。 これに対 して当時の司礼太常伯(礼 部尚書)(31)であった劉祥道が,現 在の

位階にそぐわないとして反対 した。その結果,三 公を代表 して高宗の叔父でもある司空拳元礼

が亜献 尚書省を代表 して司礼太常伯の劉祥道が終献とさ.れたのである。

時を同じくして武后もまた次のような上表を行 っている。

及有司進奏儀注,封 祀以高祖 ・太宗同配,禅 社首以太穆皇后 ・文徳皇后同配。皆以公卿充

亜献 ・終献之礼。於是皇后抗表日 「伏尋登封之礼,遠 道古先,而 降禅之儀,籟 為未允。其

祭地祇之 日,以 太后昭配,至 於行事,皆 以公卿。以妾思議,恐 未屈伸。…(中 略)…伏望展

礼之 日,総 率六宮内外命婦,以 親奉萸」。(「 旧暦書』巻二三 ・礼儀志)

有司儀注を進奏するに及び,封 祀は高祖 ・太宗を以て同配 し,社 首 に禅するに太穆皇后

(高祖妃)・ 文徳皇后(太 宗妃)を 以て同配す。皆な公卿 を以て亜献 ・終献の礼に充つ。

是に於て皇后抗表して曰 く 「伏 して尋ぬるに,登 封ゐ礼は遺題古先(は るか昔)な るに,

而れども降禅の儀は,窺 かに未だ允 らずと為す。其の地祇を祭るの日,太 后を以て昭配 し,

行事 に至 りては,皆 な公卿を以てす。妾の愚誠を以て,未 だ周 く備わ らざるを恐 る。 …

(中略)… 伏 して望むらくは展礼の日,六 宮内外命婦を総べ率いて,以 て親 ら奉更せんこと

を」。

このとき地祇を社首山でまつる禅の祭祀においては,地 祇の神位に太穆皇后 ・文徳皇后をあわ

.せ祭ることになっていた。ところが,そ こで行礼をつとめるのはみな公卿すなわち男性ばか り

であった。武后は,こ れでは礼に不備があるのではないかと心配なので,私 に後宮内外の命婦

をひきいて敵薬をさせて ください,と 高宗に申し出たのである。当時彼女はすでに政治に関与

を始めており(32),この上奏も請願というよりは,ほ とんど宣言に近かったであろう。ほどな く

武后は高宗より 「禅杖首以皇后為亜献,越 国太妃燕氏為終献(社 首に禅するに皇后を以て亜献

と為 し,越 国太妃燕氏を以て終献と為す)」㈹ という詔を得た。

666年 正月の高宗封禅は,こ うした劉祥道及び武后の建議を承けて,泰 山山頂での封の儀式

は司徒亜献 ・司礼太常伯(礼 部尚書)終 献,社 首山での禅は皇后亜献 ・太妃終献というかたち

で,祭 祀が挙行された。いずれ も当時存在 していた旧礼條文 どおりにではな く,建 議と皇帝の

判断とによって献者が任命されたことを確認 しておきたい。

なお,従 来 この666年 封禅における武后亜献は,武 后の皇帝位への野心を示す一件として,

政治史上重視 される問題であるが,皇 帝(天 子)に とって権威の背景となる昊天上帝を主神座

にすえた封の祭祀では,三 公の代表者が亜献,九 卿ならぬ尚書省の代表者が終献という,沿 革

とその解釈をふまえて敵営が決定されている。この封祀の三献の解釈を適用すれば,禅 祀にお

いて亜献 ・終献をつとめるのは三公 ・尚書のいずれかになるはずであった。そ うした状況をう

けて,地 祇に太穆皇后(高 祖妃)・ 文徳皇后(太 宗妃)を あわせ祭 らせ,女 性は女性が祭るべ
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きだとしたのは,そ の時点では,皇 帝位への野心をもって画策 したというよりもむ しろ,皇 后

位の強化 ・拡大を志向したものであったととらえたほうがよいかもしれない。 もちろんそのう

えで,こ の祭地祇 という国家祭祀の場において,皇 帝初献に次いで実際に献葵をつとめたこと

を機会に,武 后の意識が帝位へと変化 したことは十分に考えられるであろう。

次に三献が問題となったのは,中 宗の景龍三年の南郊のときであった。国子祭酒の祝欽明が

皇后章后を亜献にすべきだと言い出したのである。『旧暦書』巻二一 ・礼儀志には,

至景龍三年十一月,親 祀南郊。初将定儀注,国 子祭酒祝欽明希旨,上 言后亦合助祭,遂 奏

議日 「謹按周礼 「天神日祀,地 祇日祭,宗 廟日享」。又内司服 「職掌王后之六服,凡 祭祀,

供后之衣服」。又祭続目 「夫祭也者,必 夫婦親之」。拠此諸文,即 知皇后合助皇帝祀天神祭

地祇明　。望請別修助祭儀注同進」。

景龍三年(709)十 一月に至 り,南 郊 に親祀す。初あ将に儀注を定めん とするや,国 子祭

酒祝欽明旨に希 り,后 も亦た合に祭を助 けんことを上言 し,遂 に奏議 して曰く 「謹んで

『周礼』を按ずるに 「天神は祀 と曰い,地 祇は祭 と曰い,宗 廟は享と曰う」 と。又た内司

服には 「職は主后の六服を掌る。凡そ祭祀は,后 の衣服を供す」と。又た(『札記』)票読

に曰 く 「夫れ祭なる者は,必 ず夫婦 もて之に親む」と。此の請文に拠れば,即 ち皇后は合

に皇帝を助け天神を祀 り地祇を祭るべきを知 ること明 らかな り。望みて請 うらくは別 に助

祭の儀注を修め同に進めんことを」と。

とあり,祝 欽明は 『周礼』には祭(地 祇のまつ り)に は夫婦でこれを執 り行 うとあるではない

かといって,章 后の敵薬を主張 したのである。悩んだ中宗が宰相や礼官 らに広 く意見を求め,

太常博士の唐紹と蒋欽緒が祝欽明に反駁 した(34)。

太常博士唐紹 ・蒋欽緒建議云 「皇后南郊助祭,於 礼不合。但欽明所執,是 祭宗廟礼,非 祭

天地礼。按漢 ・魏 ・晋 ・宋及後魏 ・斉 ・梁 ・階等歴代史籍,興 王 ・令主郊天祀地,代 有其

礼,史 不聞書,並 不見皇后助祭之事。又高祖神尭皇帝,太 宗文武聖皇帝,高 宗天皇大帝南

郊祀天,並 無皇后助祭之礼」。(『 旧暦書』巻二一 ・礼儀志)

太常博士唐紹 ・蒋欽緒建議 して云え らく 「皇后南郊に助祭するは,礼 に於て合わず。但だ

欽明の執 る所は,是 れ宗廟を祭るの礼にて,天 地を祭 るの礼には非ず。漢 ・魏 ・晋 ・宋及

び後魏 ・斉 ・梁 ・階等の歴代の史籍を按ずるに,興 王(精 励 して国をよ く治める王)・ 令

主(賢 徳の君主)は 天を郊 り地を祀 り,代 よ其の礼有 り,史 に閾書せず,並 びに皇后助祭

の事を見ず。又た高祖神尭皇帝,太 宗文武聖皇帝,高 宗天皇大帝の南郊に天を祀るに,並

びに皇后助祭の礼無 し」 と。

唐紹と蒋欽緒は,祝 欽明がいう皇后助祭の典拠としているのは,宗 廟の祭祀のことであって,

天地の祭祀についてのものではない,そ のような事例は過去にも唐朝になってからも皆無であっ

て,礼 にそぐわないことだとしたのである。これは典拠 と実例 とをふまえた意見であった。 し
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か し尚書左僕射の章巨源が祝欽明の意見に賛同したことから,中 宗は章后を亜献 とすることを

決めて しまった。祝欽明はさらに,中 宗と章后の娘である安楽公主を終献 とすることを奏上 し

たがこれはかなわず,章 巨源が終献を務めることで決着をみたのである㈲。

祝欽明の章后亜献の建議 については,彼 が引き続き安楽公主終献を奏上 していることからみ

ても,章 后におもねって行 ったものとする正史の記述に間違いはないと思われる。それよりも

注目すべきは,本 番で終献を務めたのが章巨源であったという事実である。祝欽明と卑 巨源は,

章后亜献では同調していたが,終 献についての見解は異なっていた。尚書左僕射であった章巨

源が,尚 書の長 として終献を行うことになんら問題はないようにみえる。 しか し祭祀当日彼は

「摂大尉」 として終献を行 っていたのであ り㈹,章 皇后の宗族であることを考えると,事 を単

純に解すわけにはいかない。祝欽明が章后本人の意を汲んだに過ぎなかったのに対 し,こ の南

郊祭祀の儀注作成も担当 していた阜巨源は,祝 欽明の章后亜献の建議に乗 じて,さ らに終献を

自分の担当としてしまうことで,諸 官の長 としての自らの地位を顕示 し,更 に外戚草氏の進出

を図った可能性が考えられるのである。

以上,高 宗封禅と中宗南郊の事例から知 りうることを整理すると,次 のようになる。ひとつ

は高宗封禅当時,封 禅儀注を記 した 「旧礼」があ り,そ こには太常卿亜献 光禄卿終献とい う

規定が存在 していた。そしてその既存の規定に対 して,亜 献終献は現在の位階に依ったもので

な くてはならぬとする意見が出されて認められ,亜 献は三公の代表者,終 献は尚書省の代表者

とされたことである。のちに成立する 『開元礼』封禅の敵営規定は,太 尉亜献,光 禄卿終献と

いうものであるが,高 宗封禅時の事例は,『開元礼』の献官規定にはつながっていかない。 じ

つは玄宗封禅時の敵営の事例 も,『開元礼』には結びつかないのであるが,こ れについては次

項で触れる。

もうひとつは,高 宗封禅や中宗南郊の例に,献 官の任命が既存の規定に縛られた様子はみ ら

れない点である。参考にすべき儀注が存在 し,沿 革をふまえた解釈 も存在 していなが ら,実 際

に祭祀を執 り行う場合には,そ の都度皇帝 自身の判断によっている。規定を参考にはするが,

親祭前になれば各方面からの建議がなされ,そ れ ら建議に基づいて,皇 帝がその都度最終判断

を下 していたのである。 こうした建議が行われた背景として,当 時皇帝親祭時における献官が,

政治的に重要な意味を持っていたことは言を侯たない。

(2)玄 宗の開元封禅

皇帝親祭においては皇帝が亜献 ・終献担当者の最終決定権を握るという了解は,そ の後 も引

き続き遵守 された。 しか しそこには常に皇后や外戚が入 り込む可能性があ り,武 氏 ・章氏の例

を受けて,開 元当初には,皇 帝祭祀における主要な助祭者に,異 姓の人間が入 り込むことを好

まない状況が生み出されていた。そしてこうした可能性を排除するため,新 たな原則が求めら
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れたと考えられる。表3を みると開元前半期の事例として,那 王守礼亜献,寧 王憲終献 という

形が定着 していたことがうかがえる。那王守礼は章懐太子の子で玄宗の叔父にあた り,寧 王憲

は玄宗の兄で容宗の長子でもある。 この二人が亜献 ・終献を務めるに際して,と くに議論 はの

こされていない。玄宗が血縁を重視 し,李 氏を前面に出すようなかたちで,自 分より年長の諸

王を親祭に伴わせることを定例化 しようとしてお り,そ のことについては諸儒の同意 も得 られ

ていたのであろう。

のち開元十四年(726),玄 宗による泰山封禅が行なわれたが,そ れに先立ち集賢院で封禅儀

注が編纂 される。このとき撰者となった張説は,あ らためて次のような奏聞を行っている。

張説,謂 徐堅 ・章網等日 「…乾封之礼,文 徳皇后配皇地祇,天 后為亜献,越 国太妃為終献。

宮間接神,有 乖旧典。上玄不祐,遂 有天授易姓之事。宗社中杞,公 族諌滅,皆 由此也。景

龍之季,有 事円丘,章 氏為亜献,皆 以婦人升壇執蓬豆,深 紫窩蒼,享 祀不潔,未 及喩年,

国有内灘。終献皆受其者,掌 座斉郎及女人執祭者,多 亦天卒。今主上尊天敬神,軍 資革正。

斯礼以容宗大聖貞皇帝配皇地祇,侑 神作主」。乃定議奏聞。上,従 之。

(『旧暦書』巻二三 ・礼儀志)

張説,徐 堅 ・章繕 らに謂いて曰 く 「…乾封の礼は,文 徳皇后を皇地祇に配 し,天 后を亜献

と為 し,越 国太妃を終献 と為す。宮閲の神に接す るは,旧 典に乖る有り。上玄(天)祐 け

ず して,遂 に天授の易姓の事(武 后が国号を周 とした件)有 り。宗社中杞(中 途でやぶれ

る。武氏の神主が太廟に納められ,李 唐の太廟が 「享徳廟」 とされた)し,公 族諌滅する

有るは,皆 な此が由なり。景龍の季(景 龍三年),円 丘 に有事 し,章 氏 を亜献 と為 し,皆

な婦人升壊 して簿豆を執 り,寄 蒼を深顕 し,享 祀潔ならざるを以て,未 だ年を喩ゆるに及

ばず して,国 に内灘有 り。終献(章 巨源)は 皆な其の餐を受け,掌 座の斉郎及び女人の執

祭せる者は,多 く亦た天卒す。今,主 上天を尊び神を敬い,事 革正に資す。斯の礼は容宗

大聖貞皇帝を以て皇地祇に配 し,神 を侑けて主と作(容 宗を配神 として地祇にあわせまつ

る)さ ん」と。乃ち議を定めて奏聞す。上,之 に従 う。

張説はここで,乾 封の封禅の際に,皇 地祇をまつる禅の祭祀において,女 性である武后と越

国太妃が亜献終献を担当して神に献酒を行ったことを 「旧典に乖る」 といい,ま た南郊園丘で

の祭天儀礼に阜后を亜献としたり,婦 女を祭祀 に参加させ壇上で執祭させたりしたために,祭

祀が 「潔」な ものでなくなり,結 果 として皇室李氏が禍を被 ったとする。この二つの事例 を特

に取 り上げて否定 しているわけだが,こ れはたんに否定するにとどまらず,こ うした行為が再

び繰 り返されることを牽制 しようとする意図があったと思われる。封禅 という極めて大きな祭

祀を執 り行うのであるから,当 然さまざまな要求や議論が起こったにちがいない。張説が自分

の見解を,直 接玄宗にではなく,ま ず身辺の徐堅や卑紹に語っているのは,こ うしたことをす

れば阜巨源のように悲惨な最期を迎えたり㈹,祭 祀に参加 したものが若死にしたりするぞと脅
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して,彼 ら諸儒にそうした外部か らの要請に知恵を貸 し,根 拠を与えたりすることのないよう

に,事 前に根回 しを したものであろう。

加えて祭祀での女性献萸の口実を与えないために,今 回の封禅については,皇 地祇に配享す

るのは文徳皇后ではな く,皇 父容宗を配 して祭祀を行うべきだと上奏 し,玄 宗はこれに従った。

皇后 ら女性敵薬の可能性を,封 禅という極めて重要な親祭から排除することを決定 したのであ

る。親祭を足がかりにした皇后や異姓 ・外戚の政治さの関与を防 ぐため,過 去の事例を根拠に

したのであり,こ れ以後,皇 帝親祭にさい して,皇 后や外戚の献萸が議論 された り,執 祭に関

与 したりする例はみ られな くなる。 このようにみて くると,開 元十四年の親祀封禅での決定は,

のちの皇帝親祭に重要な布石となったことがうかがえる。

開元前半期では,親 王の亜献終献任命の定例化 と並行 して,高 宗封禅と中宗南郊の事例に対

する否定評価が徹底されたとみてよく,亜 献終献を諸王 に限定 した皇帝親祭の形は,や がて開

元後半になると亜献に皇太子,終 献に親王が指名 されるようになる。 これもとくに議論がなさ

れた形跡はな く,自 然に担当者の交替がおこなわれたようにみえる。

こうして皇太子亜献,親 王終献 という形に落ち着いて以後は,長 らくこの原則が遵守されて

いった。表3に は,晩 唐の敬宗宝暦元年(825)南 郊,文 宗大和三年(829)南 郊,僖 宗乾符二

年(875)南 郊の親祭のさいに,皇 太子亜献,親 王終献 と異なる事例がみられる。 これは当時

まだ皇太子が立てられていない状況での親祭という共通点があり,こ のため諸王の年長者が亜

献終献に任命されたのではないかと考えられる。おそらく開元初期に玄宗の叔父である那王守

礼 と玄宗の兄である寧王憲が,亜 献終献 に指名されていたことが前例となったのであろう。

2.有 司摂祭における摂事官と献官

つぎに皇帝親祭以外の場合の実例についてみておきたい。唐朝の国家祭祀では,冬 至の南郊,

夏至の北郊,四 時の太廟時享 ・迎気 ・嶽漬など定期的に行われる,い わゆる常祀とよばれる祭

祀の多 くは,皇 帝がみずから行 うのは極めてまれであって,通 常は指定された担当官がこれを

行 う。 この制度は有司摂事または有司摂祭とよばれ,唐 代には通年で二十余ほどもある常祀を

滞 りな く行うたあ,さ まざまな慣例が整備されていった。

ここでひとつ注意 しておかなければならないのは,『開元礼』に 「皇帝親祭」の場合と 「有

司摂事」の場合の二通 りの儀式次第が規定されているが,『 開元礼』の内容はあ くまで礼典 と

して組み立てられた規定であって,慣 例を明文化 したものではないということである。獄官に

ついていえば,『 開元礼』が掲げる有司摂事規定とは別に,実 際の有司摂祭における担当者任

命の慣例というものが存在 した。例えば 『開元礼』の大祀 ・中祀における 「有司摂事」の敵営

規定は,太 尉初献 。太常卿亜献 ・光禄卿終献というものであるが,実 際にはこの肩書きどお り

の担当官によって祭祀が行われたのではなく,ほ ん らい太尉や太常卿 ・光禄卿でない人間が,
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「摂」すなわち代理であることを冠 し,「摂太尉」「摂太常卿」「摂光禄卿」などと称 して,祭 祀

挙行をまかされていたのである。 したが って規定 と実際の相違 という点では,さ きにみた皇帝

親祭と変わりはない。

とはいえいかに代理であろうと,国 家祭祀を執 り行 う官であるから,誰 で も良いというわけ

にはいかない。 したがって任命には一定の原則を設けてお く必要があった。 これがここでいう

慣例の意味である。実際に行われた皇帝親祭についてみるならば,皇 太子が太尉を 「摂」 し,

親王が光禄卿を 「摂」 していたのであり,・これが慣例 となっていたわけである。皇帝親祭の事

例に比べ,有 司のみで摂祭された祭祀の実例に関する史料は圧倒的に少ないたあに,摂 祭で三

献官すべてが判明する事例はほとんど皆無といってよい。 このため時期的蒙遷は追いにくいの

だが,以 下摂祭に関する建議の史料などをみていぎながら,そ の実態に迫ってみたいと思 う。

有司摂祭に関する史料では通常,三 献官全員については記されないまでも,特 使に任命 され

た祀官のみは判明する場合が多い。そして遣祭を命 じた詔勅の内容から,祀 官の役割について

推測できることがある。『冊府元亀』巻三三 ・帝王部 ・崇祭祀二に,

(開元)五 年正月。命右散騎常侍楮無量,摂 黄門監致祭子帝尭祠。吏部尚書兼黄門監宋環,

致祭干帝舜祠。紫微侍郎同紫微黄門平章事蘇廼,致 祭干夏萬祠。各令當州刺史上佐為亜献

終献。

(開元)五 年(717)正 月。右放駒常侍楮無量に命 じ,黄 門監を摂 して帝尭祠に致禁せ しむ。

史部尚書兼黄門監宋環をして,帝 舜祠に致察せ しむ。紫微侍郎同紫微黄門平茸事蘇顯 は夏

萬祠に致察せしむ。各おの當州の刺史 ・上佐をして亜献 ・終献 と為す。

という史料がみえる。黄門監 とは門下侍中のことであり(38),後段に亜献 ・終献は当該の州の刺

史または上佐が担当せよとあることからみて,現 地での祭祀において初献を務あるのは,特 使

として派遣される楮無量,宋 環,蘇 顯であることは明 らかである。つまり特使に任命されると

いうことは,現 地へ赴いて祭祀を行い,そ こで敵営とくに初献を務めることを意味する。そし

て祭祀で初献を務めるということは,そ の祭祀の責任者であることにほかな らない。

有司投票における摂事官の任命には,ど のような慣例が存在 したのだろうか。仁井田陞 『唐

令拾遺』は祠令附録 として,宋 『太常因革礼』巻三 ・総例三所載 『国朝会要』に引 く宋 『淳化

祠令』の以下の記事をあげ,

国朝会要…礼官議日,祠 令,諸 大祀中祀有行事須摂事者,昊 天上帝太廟二祀,太 尉則中書

門下摂,司 徒司空以尚書省五品摂,鯨 大祀,太 尉以尚書省四品諸司三品摂,閾 則兼取五品。

国朝会要…礼官議 して曰 く,祠 令(宋 『淳化祠令』)は,諸 そ大祀 ・中祀は行事の摂事を

須るもの有 らば,昊 天上帝 ・太廟の二祀は,太 尉は則ち中書門下摂 し,司 徒 ・司空は尚書

省五品を以て摂す,鯨 の大祀は,太 尉は尚書省四品諸司三品を以て摂 し,閉 れば則ち兼ね

て五品を取る,ζ 。
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これに先行する唐令の存在を推測 して.「宋淳化及び天聖の両令が殆んど唐令を踏襲 したものと

すれば,本 條及び以下諸條に相当す る唐令もあったと考え得るが,他 に唐令逸文は見当たらな

い」 と述べる(39)。

献彙を行う太尉に焦点を しぼってこの修文をみてみると,南 郊など昊天上帝をまつる祭祀 と

太廟廟享の有司摂祭では,中 書門下が代理を行い,そ れ以外の祭祀では尚書省の四品かそれ以

外の部署の三品,そ れでも適任者がいない場合には五品官を当てよ,と いうのが宋代の 『祠令』

の記述であったことがわかる。郊祀宗廟 とその他の祭祀 とでは,同 じ 「摂太尉」であっても人

選に差等を設 けていためであり,そ れだけ郊祀宗廟が重視 されていたことがわかる。

こうした国家祭祀として郊祀宗廟を重視する姿勢は,す でに前漢時代か らみられるものであ

り(40),唐礼もその延長上にあった。 したがって摂事官に関する議論 も,郊 祀宗廟に関するもの

が中心 となっていた。つぎに摂事官任命の原則について,度 々議論がかわされ修正が加えられ

ていった開元年間の様子についてみてみよう。

まず,『 開元礼』成書前の開元十五年(727)の 史料に次のようなものがある。

(開元十五年二月十五 日)享 宗廟。差左右丞相 ・尚書 ・嗣王 ・郡王,摂 三公行事。若人数

不足,通 取所司三品以上長官。 白飴祭享,差 所司長官及五品以下清宵。

(『唐会要』巻一七 ・原廟裁制)

(開元十五年二月十五 日)宗 廟を享 る。左右丞相 ・尚書 ・嗣王 ・郡王を差 して,三 公の行

事を摂せ しむ。若 し人数足 らざれば,通 じて所司三品以上の長官を取れ。白絵の祭享は,

所司長官及び五品以下の清宵を差せ しむ。

摂三公 というのは,祭 祀規定における 「太尉」「司徒」「司空」の担当部分を代行することをさ

す。このころすでに編纂が始まっていた 『開元礼』を参考にするならば,「太尉」は献萸,「 司

徒」は供解,「 司空」は掃除と楽懸を,そ れぞれ担当することになっていた。宗廟においては

これを尚書省正四品以上の職事官または嗣王 ・郡王の爵位をもつ人間が代理 し,そ れ以外の祭

祀 については所司の長官か五品以下(五 品以上の誤か?)の 清官を派遣せよというのである。

その8年 後,こ れはとくに太廟を対象 としたものではないが,以 下の勅が下っている。

(開元廿三年正月)己 卯(十 二日),勅 日 「自今已後,有 大祭,宜 令丞相 ・特進 ・少保 ・少

傅 ・尚書 ・賓客 ・御史大夫摂行事」。(『 冊府元亀』巻三三 ・帝王部 ・崇祭祀二)

(開元廿三年(735)正 月)己 卯(十 二 日),勅 して曰 く 「今 自り已後,大 祭有らば,宜 く

丞相 ・特進 ・少保 ・少傅 ・尚書 ・賓客 ・御史大夫をして行事を摂せ しむ」。

大祭は大祀をさすと考え られ,こ れを摂察する場合には,尚 書 ・中書門下 ・東宮 ・御史台の三

品以上から人選をせよということになる。選択の範囲に一定の幅をもたせてあるのは,大 祀の

場合は,敵 営 も含あた祭祀参加者は,前 七 日から潔斉に入 らなければな らず,ま た服喪中の者

などはここか ら除外されるたあ,こ れが可能な高品官というのは,実 際にはかなり絞 られて し
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まうか らであろう。

さらにその2年 後,開 元廿五年(737)七 月八 日には,太 廟時享を対象に,以 下の勅が出さ

れている。

勅,太 廟毎時時享之 日,応 摂三公,令 中書門下及丞相 ・師傅,尚 書,御 史大夫,嗣 王 ・郡

王中棟択徳望高著通摂。鯨司不在差限。(『 唐会要』巻一七 ・原廟裁制)

勅す らく,太 廟毎時時享の日,応 に摂すべき三公は,中 書門下及び丞相 ・師傅,尚 書,御

史大夫,嗣 王 ・郡王中より徳望高き者を棟択 して通摂せ しむ。鯨司は差限に在 らず。

太廟時享は太廟五享ともいい,四 孟月と騰月に行われる太廟でのまつ りをいう。太廟での祭祀

には時享のほかに,数 年に一度の大祭である楴 ・給がある。諦 ・給は大祀に分類されるが,時

享のほうは中祀に区分される。この史料は,時 享での三公の摂事は,中 書門下及び丞相 ・師傅,

尚書,御 史大夫,嗣 王 ・郡王中か ら選べ,と いうものである。開元廿三年の勅は大祀を対象と

したものであったから,今 回の勅はその補足 と捉えることができる。

加えてその2年 後,開 元廿七年(739)二 月には,

其応縁大廟五享,於 宗子及綱玉中,簡 択有徳望者,令 摂三公行事。異姓官吏不須令摂。

(『唐大詔令集』巻七五 ・常薦 ・太廟五享令宗子摂事詔)

其れ応に太廟五享 に縁るは,宗 子及び嗣王中に於いて,徳 望有 る者を簡択 し,三 公行事を

摂せ しむべし。異姓の官吏は須 く摂せ しむべか らず。

とあり,太 廟五享での三公が担当する儀式は,李 氏の中か ら担当者を選出し,異 姓の官吏にや

らせてはならないとして,宗 族を対象とするよう2年 前の選択範囲をさらに絞り込んでいる。

こうした開元年間の変遷は,大 きく2つ の点に整理できるであろう。1つ は,皐 帝親祭の場

合にはとくに献官を誰がやるのかに議論の焦点があったのに対 し,有 司摂祭では三公の摂事官

が議論された点である。つまり皇帝親祭 と有司摂祭とでは,重 視される官が異なっていたこと

がうかがえる。先にみてきたとおり,皇 帝親祭における亜献 ・終献問題は親王及び皇太子の起

用とその慣例化で封 じられることとなり,こ のため諸官は有司摂祭の中での役割を重視するよ

うになった。 しかし皇帝不在の祭祀で亜献 ・終献を務めることはさして意味がなく,し たがっ

て品官としての最高位である三公の代理に注目が集まったのは自然のな りゆきであっただろう。

もう1つ は,同 じ大祀であっても郊祀 と宗廟 とで摂官とくに三公摂事官の原則が異なってき

ていたという点である。宗廟の場合には開元廿七年詔によって,宗 子 ・嗣王つまり原則 として

李氏に限定されたことがわかる。 この動きは開元廿五年に太廟を宗正寺の管轄下に置いたこと

と関連するものであろう。 しかし,の ちに安史の乱が起こるとこの宗族原則 も破棄 されたよう

で㈲,以 後は郊祀宗廟 ともに摂事官の位階を考慮 しながら任命が行われたと考えられる。そし

てこうした位階原則で さえも,敬 宗の頃にはかな り乱れが生 じていた。『新店書』一三二 ・劉

寛夫伝に次のような記事がある。
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寛夫,… 宝暦中,人 為監察御史。嘗上言日 「近 日摂祭,多 差王府官僚。位望既軽,有 乖厳

敬。伏請今後摂太尉,差 尚書省三品已上及保 ・傅 ・賓 ・窟等官,如 人少,即 令 ・丞 ・郎通

摂之」。

寛夫,… 宝暦(825～827)中,入 りて監察御史 と為る。嘗て上言 して曰 く 「近 日の摂祭は,

多 く王府の官僚を差す。位望既に軽 く,厳 敬に乖 る有 り。伏 して請 らくは今後太尉を摂す

るは,尚 書省の三品已上及び保 ・傅 ・賓 ・蒼等の官を差 し,如 し人少なければ,即 ち令 ・

丞 ・郎を して通 じて之を摂せんことを」。

「近 日の摂祭は,多 く王府の官僚を差す」 とあることか ら,こ れ以前には王府官を摂事官 と

することがひろく行われていたと察せられる。ことに握太尉は皇帝の代理者でもあり,祭 祀に

おいて重要だとする認識はここにも語 られているが,現 実はそうなっていなかったのである。

劉寛夫の上言がありなが らもぞうした状況は続き,や がて再度同 じような上奏がなされている。

(柳)環,宝 暦初登進士第,三 遷監察御史。時郊廟告祭,差 損三公行事,多 以雑品。現時

監察,奏 日 「準開元二十三年勅,宗 廟大祠,宜 差左右丞相 ・嗣王 ・特進 ・少保 ・少傅 ・尚

書 ・賓客 ・御史大夫。又二十五年勅,太 廟五享,差 丞相 ・師傅 ・尚書 ・嗣郡王通摂,鯨 司

不在差限。又元和四年勅,太 廟告祭摂官,太 尉以宰相充,其 摂司空 ・司徒以僕射,尚 書,

師傅:充,絵 司不在差限。比来吏部因循,不 守前後勅文。用人梢軽。請 自今年冬季,勒 史部

準開元 ・元和勅例差官」。従之。、(『 旧暦書』巻一四九 ・柳原伝)

(柳)環,宝 暦の初(825)進 士第に登 り,三 たび監察御史に遷る。時に郊廟告祭は,差 し

て三公行事を摂せ しむるに,多 く雑品を以てす。現時に監察たりて,奏 して曰く 「開元二

十三年(735)の 勅に準るに,宗 廟大祠は,宜 く左右丞相 ・嗣王 ・特進 ・少保 ・少傅 ・尚

書 ・賓客 ・御史大夫を差すべ し。又た二十五年(737)勅 に,太 廟五享は,丞 相 ・師傅 ・

尚書 ・嗣郡王を差 して通 じて摂せ しめ,鯨 司は差限に在 らず と。又た元和四年(809)勅

には,太 廟告祭の摂官は,太 尉は宰相を以て充て,其 の摂司空 ・司徒は僕射 ・尚書 ・師傅

を以て充て,鯨 司は差限に在 らずと。比来吏部因循 して,前 後の勅文を守 らず。人を用る

こと梢や軽 し。請 うらくは今年冬季 自り,吏 部を勒 して開元 ・元和の勅例に準りて差官さ

れんことを」 と。之に従う。

摂祭における担当官任命 については,と くに郊廟における三公の摂事が重視され,や がて唐

後半期になると王府営が摂事する例が多かったこと,ま たこうした状況は 「厳敬に乖る」とし

て批判されながらも唐末まで続いたことがうかがえるのである。

お わ り に

本論でみてきたことをまとめると,以 下のようになる。

第一章では,『開元礼』巻四 ・皇帝冬至祀園丘の進熟條を例に,唐 礼が規定する三献の儀式
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内容を整理 した。 ここでは皇帝初献では汎斉という酒類が用いられることになっており,以 下

亜献太尉は醗斉,終 献光禄卿は盤斉と,献 者の位階と酒類の格付けが降殺されていくという構

造になっている。『開元礼』 に載る他の古礼の三献担当者を整理すると,有 司摂事の場合には

太尉初献,太 常卿亜献,光 禄卿終献と規定され,ま た皇帝親祭がありうる大祀 ・中祀について

は三献であるが,小 祀は一献のみとされている。

第二章では,『 開元礼』における敵営規定の典拠 ないし沿革を考察 した。皇帝初献 ・太尉亜

献 ・光禄卿終献の典拠 となったのは,後 漢代の皇帝初献 ・太尉亜献 ・光禄勲終献 という規定で

あり,太 尉亜献の背景には三公の代表 としての意味があり,ま た光禄勲終献の背景には九卿の

代表としての意味があった。のちにこの三公九卿の制度概念が変化 しても,唐 朝は礼文規定に

おいては典拠伝統をふまえたかたちを残 したのである。それは皇帝が親祭できない場合を想定

した礼文規定において も同様で,『 開元礼』の有司摂事の場合の太尉初献 ・太常卿亜献 ・光禄

卿終献 というかたちは,魏 晋期に皇帝親祭が行われなかった際の実例を参考にして組み立てら

れたと考えられる。

第三章では,唐 代に実際に行われた祭祀での三献担当者 について考察 した。これは史料に残

る例を調べた限り,『開元礼』にあるような規定どおりの任命になっていないことに注目し,

その実態 と背景を調べたものである。皇帝親祭の場合,唐 初から容宗期までは,亜 献 ・終献に

慣例 らしいものはみられないが,開 元に入ると,親 王が亜献 ・終献をつとめ,こ れがやがて皇

太子亜献 ・親王終献へと固定 されてい く。'すなわち開元以後は親祭の場合の亜献 。終献は李氏

のみによって占められてい くことになる。 これは高宗 ・中宗期における武后の易姓革命や阜后

ら外戚の進出が,国 家祭祀への関与を足がか りに画策されていったことに対する反省から生じ

た慣例であったと考えられる。また有司摂祭については三献官よりも,大 祀とくに郊廟におけ

る三公摂事官について議論の集中がみられ,そ の際には祭祀の格付けと摂事官の品階との相応

が重視 されたものの,度 々の詔勅にもかかわらず,実 際の祭祀においてはこうした詔勅に示さ

れる摂事官の位階原則が遵守 されたとはいいがたい状況であったことを確認できたと思 う。

実例 に注目した場合の,こ うした皇帝親祭 と有司摂祭との二分化はどう理解すればよいだろ

うか。 この点については開元以後,親 祭での献官指名に慣例ができ,議 論がおこらなくなると

いう状況と無関係ではないように思 う。南宗封禅や中宗南郊時に敵営に関する議論がおこった

のは,そ の親祭その ものが重視されていたからにほかならない。おそらく唐初から中宗 ころま

では,不 定期に行われる皇帝親祭はそれ自体が国家祭祀 として特別な意味をもっており,そ こ

に敵営 として参加することは政治的社会的に非常に意味のあるものであったと考えられる。そ

れが玄宗期を境に して皇帝親祭の三献は李氏が行 う慣例つ くられ,親 祭を足がかりとした勢力

伸長の機会が絶たれた。皇帝親祭における三献が李氏のみで占められるようになるのは,あ る

意味で国家祭祀が皇室祭祀へ倭小化 したとみえなくもないが,有 司摂祭の整備を想定するなら
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ぱ,唐 朝 としての国家祭祀その ものは拡大 し,分 化が進んだとみるべきであろう。皇帝親祭は

国家祭祀の一形態となっていき,そ して常祀における有司摂祭が整備されたことにより,三 公 ・

中書門下 ・尚書 ・卿あるいは東宮官 ら高官のそれぞれに執祭官 となる機会が与え られたものの,

こうした常祀が文字通り日常化するに伴い,機 械的に行われる祭祀への参与は急速に政治的意

義を失 っていったのではなかろうか。唐後半期における常祀摂祭の乱れや形骸化(42)は,そ う

した状況を経て生じたものと考えられるのである。

最後に,礼 の規定と実際の問題,す なわち本稿第二章でみてきた規定の問題と,第 三章でみ

た実際の問題 との二重構造について考えてみたい。『開元礼』の規定は,礼 文の作成段階にお

いては,唐 以前の儀礼を集大成 し,唐 礼の基礎を作成するものであった。 しか し成書後にこれ

が実際の祭祀における実用マニュアルとして使用されたわけではない。ほとんど適用されない

まま,し か し破棄されたり改訂されたり散逸したりすることな く,唐 後半期を通 じて残された

のである。第三章でみた実例の変遷,と くに有司摂祭の不安定な挙行状態などをみると,祭 祀

儀礼を行 うことはそもそも流動的要素が入り込みやすいものであって,む しろ変化することが

常態であった。 このため 『開元礼』には成書後,そ うした変化を規制するものとしての存在意

味が加わったと考え られるのである。実態にあわない規定が存在 し続けた背景には,こ うした

綱領 としての役割を期待されたという事情があったからではなかろうか。

註

(1)本 稿で は洪氏公書 堂校 刊本の景印本(『 大唐開元礼 附大唐郊祀録』,池 田温解題,古 典研究会影 印,

汲古書院,初 版1972年,第2版1981年)を 使用 した。

(2)小 林 聡 「中国的 「中世」 をど うとらえ るか?一 礼制 ・律令制 ・貴族性 の連 関を求 めて 一 」

(『埼玉社会科研究』7,埼 玉 大学社会科教育研究 会,2001年)参 照。

(3)金 子修一 『中 国古代皇 帝祭 祀の研究』(岩 波書 店,2006年)参 照。

(4)唐 か ら宋 への儀礼制度 の変遷につ いて は,小 島毅 「郊祀制度の変遷」(『東洋文化研究所 紀要』 第

108冊,東 京大学東洋文 化研 究所,1989年),呉 麗娯 「唐宋之 際的礼儀新秩序 一 以唐代 的公卿 巡

陵和 陵廟薦 食為 中心 一 」(『唐研究」第十一巻,2005年)が 詳 しい。

(5)『 開元礼』 の行用 問題について は,は や く内藤乾吉 「唐六典の行用 につ いて」(同 氏 『中国法制史

考証』所 収,有 斐閣,1963年 。 初出は1936年)が これ をと りあげ,ま た最 近で は呉麗娯 「営造盛

世1《 大 唐開元ネL》的摸作縁起」(『中国史研究』2005年 第3期,中 国史研究雑誌社,2005年)が あ

り,い ずれ も編纂 後の礼制への適用状況 を精査 してその行用問題 を論 じてい る。呉 麗娯 氏 はさらに

「利用 之辮:《大 唐開元礼》 中的行 用釈疑」(『文史』2005年 第2輯,総 第71期)に おいて更に考察

を進 め,『 開元礼』 が 『札記』 に代わ る新 たな経典 を意 図 して作 られ,そ の編纂方法 によ って実用

参考 的な面 も備 えていたが,現 実 の礼制 のめま ぐる しい変遷 の過程 においては,礼 典 よ りも制勅格

式 が依拠 の対象 とな り,『開元礼』 は原則 あるいは綱領 と して行用 された とす る。

(6)拙 稿 「唐朝祭 祀にお ける五 斉三酒」(『文学研究論集』14,明 治大学 文学研究 科,2001年),「 唐

朝 祭祀にお ける玄酒 と明水 一 「大唐開元礼』の記載 とその背景 一 」(「駿台史学』第113号,2001

年8月),「 唐の廟享 と課礼」(『明治大学人文科学研究科紀要』第55冊,2004年)参 照。

(7)『 開元礼』 にお ける五斉三酒 については,註(6)所 掲拙稿 「唐朝祭祀 におけ る五斉三酒」 を参照。
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なお当該論 文執筆時 には,唐 代の五斉三酒 について,そ の虚実 を明確 にす ることはで きなか った。

現在 は,古 礼にお ける名称を復活 させて礼文 に組 み込 んではい るが,実 物 と して は古礼の製造方法

を熟知 した うえで作 られ たもので はなか った,と 考 えてい る。

(8)明 水 は実 際にはただの水だが,同 じく水で ある玄酒 とは差別化 された もので あり,祭 祀 において

は重要 な意 味を もつ。註(6)所 掲拙稿 「唐朝祭祀 における玄 酒 と明水」 参照。

(9)唐 代 の太尉 は,三 公の筆頭 と して 『唐六典』 に記載 される。『六典 』巻一 に,

三 公。 太尉一 人,司 徒一人,司 空一人。…太尉一人,・正一 品。[原 註:…(晴)置 公則於 尚書省

上,皇 朝 因焉。 …其 後,親 王拝三公者皆不視事,祭 祀則摂者行焉]

三公。太尉一 人,司 徒一人,司 空一人。 …太尉一人,正 一 品。[原 註;…(晴)公 を置 くに則 ち

尚書省 の上 に於てす,皇 朝 焉に因 る。…其の後,親 王 の三公 を拝 す る者 は皆な事 を視ず,祭 祀

は則 ち撰者焉 を行 う]

とあ り,光 禄卿 については,同 じく 『六典』巻一五 につ ぎのよ うにあ る。

光禄寺,卿 一人,従 三 品。 …光禄卿 之職…若三公摂祭,則 為之終献。

光禄寺,卿 一人,従 三 品。 …光禄 卿之職 …若 し三公摂察すれ ば,則 ち之 が終献 と為す。

な お唐代 の九寺 においては,通 常太 常寺が筆頭 とされ,『 六典』 もこの順 に従 ってい る。

(10)『 札記』 の版本 は,院 元校 刻十三経 注疏 本(中 華書局1980年 影 印)を 使用。

(11)『 続漢書』百官志 ・太尉條 には,「太尉,公 一人。 本往日…凡郊祀之事,掌 亜献。(太 尉,公 一人。

本注目 く…凡 そ郊祀 の事,亜 献 を掌 る)」 とあ る。

(12)梁 武帝の南郊一献 の採択 につ いては,「 陪書』 巻六 ・礼儀志 にはつ ぎのよ うにある。

(梁天監)七 年,帝 以,一 献 為質,三 献則文,事 天之道,理 不 応然。詔下群議。 博士陸璋,明

山賓,礼 官司馬装,「以為宗桃三献,義 兼 臣下,上 天之礼,主 在帝王,約 理 申義,一 献為允。 自

是天地之祭皆一献,始 省太尉亜献,光 禄 終献。

(梁天盛)七 年(508),帝 以 らく,一 献 は質 と為 し,三 献 は則 ち文な り,天 に事 うるの道,理

として応 に然 らず,と 。詔 を下 して詳議 せ しむ。 博士陸璋,明 山賓,礼 官 司馬襲,以 為 らく,

宗眺三献 は,義 と して臣下 を兼ぬ,上 天 の礼 は,主 は帝王に在 り,理 を約 し義 を申ぶ るに,一

献 もて允 と為す,と 。是れ 自 り天地 の祭 は皆 な一 献 とし,始 めて太尉亜献,光 禄終献 を省 く。

梁 は また,こ の郊祀以外 に も,迎 気 の祭祀 につ いて も一献 と した。 『晴書』巻七 ・礼儀志 ・迎気

候参 照。 なお 「質 」「文」 の解釈 について は,時 代 ごとに異 なる もので あ り,こ こで梁の武帝 が示

した 「質」 を至上 とす る理解 は,鄭 玄注 にはみ られない ものであ る。

(13)『 購書 』巻六 ・礼儀志 には次の ようにいう。

(許)亨 又奏日,梁 儀注目 「一献為質,三 献為文。事天之事,故 不三献」。臣案周礼司樽所言,

三 献施 於宗桃。而鄭 注 「一献施於群小 祀」。今用小 祀之礼施於天神 大帝,梁 武此義 為不 通　。

且樽姐 之物,依 於質文,拝 献之礼,主 於慶敬。今請凡郊丘祀事,準 於宗眺,三 献為允。制 日依

議。
まつり

(許)亨 又 た奏 して曰 く,梁 儀注 に曰 く 「一献 は質 と為 し,三 献 は文 と為す。天に事 うるの事,

故 に三献 せず」 と。 臣,周 礼司樽の言 う所 を案ず るに,三 献 は宗眺 に施す。而 るに鄭注 は 「一

献 は群小祀 に施す」 とあり。今小祀 の礼 を用 て天神大帝 に施す,梁 武の此義 は通ぜ ざると為す。

且 つ樽姐 の物 は,質 文 に依 り,拝 献 の礼 は,度 数 に生 る。今請 らくは凡そ郊丘の祀事は,宗 眺

に準 じ,三 献 を允 と為 さん ことを,と 。制 して議 に依 れと曰 う。

この史料か ら,以 後陳が天に対す る祭祀 では三献 に戻 したことを知 りうるが,一 方 で 「宗眺 に準 じ」

と もあ り,宗 廟 については梁 ・陳 ともに三献の ままで あ ったこと もわか る。

(14)北 斉 につ いては,『 略書』 巻六 ・礼儀志 に,

後斉制,… 円丘 …正 月上辛,祀 昊天上帝於其上,以 高祖神武皇帝配。 …皇帝 初献,太 尉亜献,

光禄終献。 司徒献五帝 。司空献 日月 ・五星 ・二十八宿。太常丞 已下薦 衆星。

後斉制,… 円丘(園 丘)… 正 月上辛,昊 天上帝を其上 に祀 り,高 祖神 武皇帝 を以て配す…皇帝
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初献 し,太 尉亜敵 し,光 禄終献 す。 司徒は五帝 に献 ず。司空 は日月 ・五星 ・二十八宿 に献ず。

太常丞 已下 は衆星 に蔑す。

とあ り,郊 祀の三献 を確認 できる。 このほか史料 に残 る五郊迎気,太 社,高 謀につ いても三献であ っ

た。 『略書』巻七 ・礼儀志参照。

(15)北 周 につ いて は,「階書』巻七 ・礼儀志 に五郊 迎気の史料を載せて,次 の ように述べ る。

後周五郊壇…其儀頻 回南郊。家宰 亜献,宗 伯 終献,礼 畢。

後周五郊壇…其 の儀 は頗 る南郊 と同 じ。家宰亜 敵 し,宗 伯終敵 し,礼 畢 る。

「其の儀 は頗 る南郊 と同 じ」 とあ ることによ って,南 郊 も三献 であ った ことを知 りうる。 このほか

『購書』礼儀志 に掲載 される北周 の祭祀で は,胎 諦(宗 廟大祭),社 穰,先 蚕,蟷 祭,春 分朝 日に献

萸の記述 があり,亜 献終献担 当者 は異な るものの,す べて三献で ある。

(16)晴 につい ては,大 業十年 の冬至 に行 った園丘 での南郊 の記事が 「晴書』巻 六 ・礼儀志 にある。

「是 日大風,帝 独献上帝,三 公分献 五帝。礼畢,御 馬疾駆而帰(是 日大風 あ り,帝 独 り上帝 に敵 し,

三公分 けて五帝 に献ず。礼畢 り,馬 を御 し疾駆 して帰 る)」 とい うもので,上 帝(天 帝)へ の一 献

が記 され ているが,記 事 全体 か らすれ ば悪天候に よる非常事態 と読 めるため,一 献 が常態 であ った

とは思 われない。 む しろ 『晴書』百 官志 に,太 尉の職掌 と して祭祀の際 の亜献 があ り,ま た五方 上

帝の一つ青帝を祭 った晴の明堂祭祀 においては,皇 帝 ・太尉 ・司農で の三献 が述べ られている こと

か ら,階 におい て も三献 が基 本であ ったとみて よいで あろう。

な お三献 の,こ とに有 司摂祭 にお ける三献官の例 につ いて 『大唐郊祀録』巻二 ・彙献條 に記載 が

あ るが,「 略書』礼儀志 を典拠 と した と思われ る部分 について も,陳 制 を晴 制 と誤 読す るな どして

お り,参 照 には慎重 でなければな らな い。

(17)『 続漢書」百官志 には,

光禄勲,卿 一人,中 二千 石。本注 口,掌 宿衛宮殿門戸。典謁署郎,更 直執戟,宿 衛 門戸,考 其

徳行,而 進退之。郊 祀之事,掌 三献。

光禄 勲,卿 一人,中 二千 石。本注 目 く,宮 殿の門戸 を宿衛す るを掌 る。署郎 を典謁 し,更 直 し

て戟 を執 り,門 戸を宿衛 し,其 の徳行 を考 し之 を進退す。郊祀 の事,三 献 を掌 る。

また唐 の光禄卿 については,『 唐六典』巻一五 ・太常寺條 には,

光禄寺,卿 一人,従 三品。…光禄卿之職,掌 邦 国酒醗勝差之事 …凡 国有 大祭祀,則 省牲 ・鐙,

視濯 ・概。若三 公摂祭,則 為之終献。

光禄寺,卿 一人,従 三品。…光禄卿 の職,邦 国 の酒醗膳董の事 を掌 る…凡 そ国に大祭祀有 らば,

則 ち牲 ・鍾 を省み,濯 ・概 を視 る。若 し三公摂祭せ ば,則 ち之 が終献 と為す。'

とあ る。 当該部 分の原註 に 「今錐取其名,職 務則別(今 其 の名を取 ると難 も,職 務 は則 ち別つ)」

とあ るごと く,職 掌は全 く異 なる。

(18)r開 元 礼』は古礼(巻 一～七八)・ 賓礼(巻 七九 ・八○)・ 軍 礼(巻 八一 ～九〇)・ 嘉礼(巻 九一～

一三 〇)・ 凶礼(巻 一三一～一五 〇)の 順 に巻数 がたて られて いる。古 礼は天地宗廟等 の祭礼,賓

礼 は賓 客迎労儀 礼,軍 礼 は巡狩 。軍事 の祭礼,嘉 礼 は冠婚 等通過 儀礼,凶 礼 は葬送儀礼の式次第 を

記 す。本稿 では と くに天地宗廟等の国家祭祀における三献儀礼 を取 り上げ るため,当 表 においては,

古礼部 分 に限定 して整理 して いる。

(19)唐 朝の大祀 ・中祀 ・小祀 につ いては,金 子修一 「皇帝支 配 と皇帝祭祀 一 唐代の大祀 ・中祀 ・小

祀 を手がか りに 一 」(前 掲註(3)同 氏 「中国古代皇帝祭祀 の研究』序章。初 出は1976年)を 参照。

(20)亜 献 ・終献の担当官が礼文 に明記 されないとい う例は,州 県の社稜のほか にも,嶽 漬祭祀 にみる

ことがで きる。 いずれ も各地方 で行 われ る祭祀 であるか ら,基 本的に は州刺史が初献を務 めるが,・

亜献 ・終献 は現 地 における任命 が許 されたのであ ろう。 とはいえ初献 〉亜献 〉終献 とい う担 当官 の

官 位の格付 けは遵守すべ きであ った と考え る。

(21)こ の正義 の文章 は,先 の 『札記』 礼器の鄭玄 注を敷桁す るものであ る。 したが って文=尊,質=

卑 という解釈を して いるのであ り,『開元礼』 もこの解 釈を採用 した ことになろう。
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(22)唐 朝 が こ とに郊祀宗 廟を重 視 して腐乱 を組み立 て てい ることは,『 開元礼 』 が古 礼 の冬 至南郊

(以下,地 祇,迎 気,五 方,太 社,五 嶽 四漬,宗 廟… の順)を 筆頭 に置 いてい るこ とで も明 らかで

ある。 なお,こ う した郊祀宗廟 重視 の全容 については,金 子修一 「皇帝制度」(谷 川 道雄他編 『魏

晋南北朝 晴唐時代史 の基本問題』,汲 古書院,1997年)及 び同氏 『古代 中国 と皇帝祭祀』,汲 古選

書,2001年)参 照。

(23)小 林聡 「漢六朝時代 における礼制 と官制 の関係に関す る一考察 一 礼制秩序 の中 における三公の

位置づ けを中心に 一 」(『東洋 史研究』第60巻 第4号,2002年)第 四章 「南朝 時代 にお ける三献

問題の推移」参照。'

(24)前 掲註(23)小 林氏論文。

(25)『 末書』巻一四 ・礼志,劉 宋孝建二年南郊條参照。
'(26)本 稿第一章参照

。

(27)唐 朝祭祀 における皇帝親祭 と有 司摂事 の問題 については,金 子修一 「唐代皇帝祭祀 の親祭 と有司

摂事 」(前 掲註(3)『 中国古代皇帝祭祀 の研究』第 三章,初 出は1988年)。

(28)唐 代 に実際 に行われ た親祭 はおよそ120例 確認 でき るが,こ の うち亜献終献の担 当者が判明す

るのは20鯨 例 に過 ぎない。本義で はこの20齢 例 のみを とりあげ る。

(29)唐 朝 は王朝設立直 後 は階礼 を用 い,太 宗貞観十一 年(637)に いた って ようや く国家 礼典 と して

『貞観礼』を編纂 した。の ち高宗の顕慶三年(658)に 「顕慶 礼』 を編纂 したが,封 禅儀注 につ いて

は,こ うした国家礼典 とは別 に編纂 され たよ うである。高 宗に先立つ太宗の貞観年間 にも,太 宗に

封 禅を勧 める動 きがあ り,既 に貞観十 五年(641)に 封禅儀注が編纂 されてい た。 この太宗 封禅儀

注については,諸 事情 により太宗 が封禅 を行 わなか ったため,お 蔵入 りとな っていた可能性が高い。

また一方で 「光禄 卿」が官職名 として登場す るのは梁 以後 の ことであ るか ら,こ の旧礼につ いて も

それ以後の もの と考え るのが妥当であ ろう。或 いは 「旧礼」 とい うのは,太 宗 の封禅儀注を さす も

のか。 なお,こ の唐高宗による封 禅の挙行 は,後 漢光武帝以来 のことであ った。馬端臨 「文献通考』

巻八 四 ・封禅條及 び何平立 「巡守与封 禅 一 封建政治 的文 化軌 　』(斉 魯書社,2003年)参 照。ま

た唐 代の封 禅に関 しては萎谷邦夫 「唐代封禅議小考」(小 南一郎編 『中国文 明の形成 』,朋友 書店,

2005年)が,封 禅挙行 に関わ るさまざまな議か ら 「開元礼』所載 の儀式次第 に及ぶ まで詳 細に説

く。

(30)皇 帝 初献 ・太常 卿亜献 ・光禄 卿終献 というか たちでの三献 は,後 漢～階期の祭祀儀 礼にはみ られ

ない。 先の旧礼が太宗封禅儀注で はな いか と考 える理 由のひとつである。

(31)司 礼 太常伯 については,『 唐六典』巻四 ・尚書礼部條 に,

礼 部尚書一人,正 三 品。[原 註:周 之 看官卿也。 …後周依周官,置 春官府 大宗伯卿一人。 晴更

為 礼部 尚書。皇 朝因之。龍 朔二年改為司礼太常伯,威 亨元年復 為礼部。 …]

,礼 部尚書一人,正 三 品。[原 註:周 の春宮卿 な り。 …後周周官 に依 り,春 官府大宗伯卿 一人を

置 く。 晴更 めて礼部 尚書 と為す。皇朝 之 に因 る。龍 朔二年(662)改 めて司礼太常伯 と為 し,

威 亨元年(670)復 た礼部 と為す。…]

とあ り,龍 朔二年二 月の官制改革の際 に礼部 尚書 を改称 した ものだ とい うことがわか る。

(32)「 旧暦書』巻五 ・高 宗本紀 には,

(上元二年三 月)… 時帝 風疹 不能聴朝,政 事皆決於天后。 自諌上 官儀 後,上 毎視朝,天 后 垂簾於

御座後,政 事大 小皆預 聞之。 内外称為二聖。帝欲下詔令天后摂 国政。 中書侍郎郵 庭俊諌 止之。

(上元 二年(675)三 月)… 時 に帝風疹 あ りて朝 を聴 くこと能わず,政 事 は皆な天后 に決 す。上

官儀 を課 して 宣り後,上 視 朝す る毎 に,天 后御座 の後 に垂簾 し,政 事 は大小皆 な之を預 聞す。

内外称 して二聖 と為 す。常 語を下 して天后 を して国政 を摂 ら令 めん と欲す。 中書 侍郎部 虜俊諌

めて之 を止 む。

とあ り,上 官儀の武后廃后 が失敗 に終 った664年 以後 は,朝 堂での垂 簾聴政 を始 めたことがわか る。

武后 が政治 に関与 を始 めた時期 につ いて,氣 賀澤保規氏 は さらにさかのぼ って顕慶五年(660)頃
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とす る(同 氏 『則天武后』,白 帝 社,1995年)。

(33)越 国太 妃燕氏 は太宗 の妃墳 の一人 で,の ち688年 に武后 に謀反 を起 こした越 王貞の母 で ある。

『通鑑』胡 注 には,太 妃 が この とき終献 に指名 され たのは,当 時太宗の妃嫉 で残 っていた のが彼 女

だ けだ ったからで はないか とす る。 太妃 について は陳西省醒泉県昭陵 に墓碑 があ り(現 在 昭陵博 物

館収蔵),ま た1990年5月 には墓誌が出土 し,同 じく昭陵博物館 に収め られ ている。 この666年 の

封禅 につ いて,墓 誌 には次 のよ うに述べ られてい る。

乾封肇歳,腔 観岱宗。射牛 燈鵜,千 載光其盛 事。桔席芝泥,万 霊薦其繁祉。登封起 白雲之瑞,

降神講武珠之儀。二聖展珪 贋於孝思,太 妃奉 楡復於三献。宗祀之貴,於 斯而極。

乾封肇歳 岱宗 に騨観(礼 を もって見え る)す 。射牛燈鵜(祭 祀の供物)も て,千 載 に其 の盛

事を光 す。桔席芝泥(桔 席 はわ らで編んだ席,芝 泥 は紫粉。祭祀 に用 いる品)も て,万 霊 に其

の繁祉(多 福)を 薦 む。登 封 して 白雲の瑞を起 し,降 神 して黄珠の儀を粛 む。二聖(高 宗 と武

后)圭 瑠を孝思 に展 べ,太 妃楡釜(祭 服)を 三献に奉 る。宗祀の貴 きこと,斯 に於 いて極 る。

(34)こ の ほか章后亜 献に は,当 時国子 司業兼 集文館 学士で あ った楮元量 も反対 し,『旧暦書』巻一 〇

二の彼の列伝に は,そ の建議 の詳細を載せている。

(35)『 旧暦書」巻七 ・中宗本紀 にはつ ぎの ようにあ る。

(景龍三年)十 一月 乙丑,親 祀南郊。皇后登 壇亜献,左 僕射静国公章 巨源為終献。

(景龍三年(709))十 一月 乙丑,南 郊 を親祀 す。皇后壇 に登 りて亜 敵 し,左 僕射 野国公章 巨源

終献 と為 る。

(36)章 巨源が 「摂太尉」 と して終 献を務めた ことは,『 資治通鑑』巻二〇九 ・景龍三年八月條 に,「上

将祀南郊…以皇后為亜献,… 以 巨源摂太尉為終献(上 将 に南郊 に祀 らん と し…皇后 を以 て亜献 と為

し,… 巨源 を以て太尉 を摂 し終献 と為す)」 とあ る。

(37)草 巨源 は翌709年,李 隆基 に よる阜后 ・安楽公 主殺害の混乱の 中,乱 兵 に殺害 される。

(38)黄 門監 は官名で,侍 中のこ とをい う。開元元年(713)に 門下省を黄門省 と改 め,侍 中を黄 門監,

侍郎を黄門侍郎 と称 した。 開元 五年(717)に 「門下省侍中」 に復旧 され た。『唐六典』巻八 ・門下

省 ・侍 中條原註参照。

(39)仁 井 田陞 『唐金拾遺』(東 京大 学出版会,1933年 初版,1964年 復刻)祠 令第八 ・附録参照。

(40)金 子修一 「漢 代 にお ける郊 祀 ・宗廟制度 の運用 とそ の意義」(前 掲註(3)『 中国古代皇帝祭祀 の

研究』第 四章)。

(41)顔 真卿 は代宗永泰二年(766)二 月 に,太 廟廟 享を摂事 して いる。「新店書』巻一五三 ・顔真卿 列

伝及 び,清 ・黄本願 「顔魯公年 譜」(「顔真卿集』 所収,黒 竜江人民 出版社,199E年)参 照。

(42)金 子修一前掲註(27)論 文参 照。金子氏 は 「唐後半期 に通例の皇帝祭祀 の形骸化 が進行 していた様

相が窺 われ る」 と して,唐 後 半期 にお ける有司摂 祭の形骸化が進 んで いだことを指摘 している。
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DedicatingAlcoholThreeTimes(San一 短 αη)

atRitualsinTangChina

EGAWAShikibu

Thepurposesofthispaperaretore-examinethenatureandcontentofritualdedica-

tionofalcoholtotheGodinTangChina,toclarifytemporalchangesinthebasesofthe

codesconcerningrituals,andtoconsidertheirhistoricalbackground.Dedicationof

alcoholtotheGodwasanimportantaspectofthereligiousritesofTangChina.Dedica-

tiontookplaceeitherthreetimesoroncedependingonthescaleofrituals.Theorgan-

izerofaritualdedicatedalcoholtothegod.Heprayedintheprocessofcommunication

withtheGod.Whentheemperorhimselfdirectedaritual,heperformedthefirstdedica-

tionofalcohol.Astowhoperformedthesecondandthirddedicationsofalcohol,how-

ever,codesandactualpracticesdiffered.Thedifferencebecamelesssubtleastime

passed.

ThesourceofthecodesconcerningthethreededicationsofalcoholtotheGodatthe

ritesperformedbytheemperorasdescribedinthe1)αTangkai-y観 αη一あwasaHanDy-

nastycustom.Itconsistedofemperor'sfirstdedication,Tai-wei'sseconddedication,and

Guang・lu・xun'slastdedication.The1)αTang々 α否一yππαη一`∫alsodefinedthatritualsper・

formedbythegovernmentofficialsshouldconsistofthefirstdedicationbyTai-wei,the

secondbyTai-chang-qing,andthelastbyGuang-1u・qing.Theauthorconsidersthatthis

definitionwascreatedbasedontheprecedentsintheWei-JinPeriodwhenritesper・

formedbytheemperordidnottakeplace.

Furthermore,theauthorIooksintowhoactuallydedicatedalcoholatritualsinTang

China.Inthecasesofritesperformerbytheemperor,nocustomaryrulesexistedasto

whoconductedthesecondandlastdedicationsofalcoholuntilthereignoftheEmperor

RuiZong(684-696).DuringtheKai-yuanera(713-742),however,princesconductedthe

secondandlastdedications.Thecustombecamesolidifiedlatersothatthecrownprince

shouldconductthesecondandlastdedications.Thisindicatesthatgovernmentofficials

wereexcludedfromtheritual"sperformedbytheemperor;theparticipationintherituals

becamemonopolizedbytheLifamily.Thisseemsinasensethatthenationalrituals

weretransformedintofamilyritualsoftheLi's.Inreality,however,thesophistication

ofasystemofconductingordinaryritualsbygovernmentalofficialsresultedinthe

expansionofnationalritualsoftheTangDynasty.Inthissense,ritesconductedbythe

emperorshouldbeviewedasapartofthenationalrituals.
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